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厚生労働科学研究費補助金 
難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究事業(精神疾患関係研究分野) 

「地域生活中心」を推進する、地域精神科医療モデル作りとその効果検証に関する研究 
 

重症精神障害者に対する認知機能リハビリテーションと	 

個別援助付き雇用の複合による就労支援研究：	 

臨床関連アウトカムおよび就労関連アウトカムに関する報告 
 

研究分担者：〇佐藤さやか 1) 
研究協力者：山口創生 1)，下平美智代 1)，市川健 1)，種田綾乃 1)  

研究協力機関：国立精神・神経医療研究センター病院，国立国際医療研究センター国府台 
病院，東北福祉大学せんだんホスピタル，帝京大学医学部付属病院，ひだ 
クリニック，長岡ヘルスケアセンター（長岡病院） 
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要旨  
我が国においても精神障害をもつ人への地域生活支援が定着しつつある中、就労支援に関するニ

ーズが大きくなっている。 
海外においては地域ベースの支援として援助付き雇用（Supported Employment: SE）とよばれ

る技法が発展している。SE は複数の RCT デザインによる効果検討研究によって精神障害者の就

労向上などについて効果が示唆されており、精神障害者の支援として推薦すべき心理社会的治療の

うちの１つに挙げられている。加えて近年では SE の効果をより高めるリハビリテーション技法と

して Cognitive Remediation（CR）が注目されており、McGurk, et al.（2005、2007）は SE と

CR の組み合わせによる支援が神経心理検査等の臨床関連指標だけでなく就労関連指標（就労数、

就労時間、総賃金、1 月あたりの時間、1 月あたりの賃金）にも効果があったことを示唆している。 
我が国においても McGurk, et al.（2005）を参考に H21～23 年厚労科研池淵班で SE と CR の

組み合わせによる支援の効果検討が実施され、SE に CR を付加することで SE のみを実施するよ

り臨床関連指標と就労関連指標の双方に良い影響がみられることが示唆された。 
このように援助付き雇用は国内外で良好なアウトカムを示しており、今後国内での普及が望まれ

る。そのためには国内の社会システムに合った援助付き雇用のモデルを開発し、その有効性を明ら

かにすることが必要である。 
そこで本研究では、①国内の多くの地域で実施可能な「日本版援助付き雇用モデル」を開発する 

と、② ①で開発された「日本版援助付き雇用モデル」を普及させるため、その有用性についてエ

ビデンス示すこと、の 2 点を目的とした。 
本稿では上記のうち①の効果検討について結果を報告した。 

まず対象者であるが、6 サイト合計 111 名から文書による同意が得られ、無作為割付によって認知

機能リハビリテーションと援助付き雇用の組み合わせによる就労支援を受ける群（CR+SE 群）と

仲介型就労支援のみをうける群（仲介型群）の 2 群に振り分けられた。その後両群で研究対象外の

ものや同意撤回者が生じ、分析対象者は CR+SE 群 47 名、仲介型群 47 名、合計 94 名となった。

この 2 群においてベースライン時の患者属性や臨床的評価には GAF 得点を除いて有意差はなく、

割付は概ね成功したものと思われた。 
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臨床関連指標について各評価測度の得点についてベースライン時、4 ヶ月時、12 ヶ月時の推移

を群別に検討するため群と時期を独立変数、各評価測度得点を従属変数とし、GAF 得点について

はは繰り返しのある二元配置分散分析、その他の変数はベースライン時に両群間で有意差がみられ

た GAF 得点を共変量として投入する繰り返しのある二元配置共分散分析を実施した。この結果、

GAF 得点、BACS の言語性記憶、作業記憶、文字流暢性、符号課題および総合得点について交互

作用に有意差がみられた（GAF 得点：F=6.569，p<.01，言語性記憶：F=4.674，p<.05，作業記憶：

F=3.971，p<.05，文字流暢性：F=6.240，p<.01，符号課題：F=6.771，p<.01，Composite Score：
F=6.753，p<.01）。これらの変数について単純主効果の検討を行った結果、群ごとにみると CR+SE
群では認知機能リハビリテーション（CR）を受けた前後であるベースライン時と 4 ヶ月後で仲介

型群と比べて有意に得点が改善しており、12 ヶ月後でもその改善が維持されているかさらに得点

が改善していた。また時点ごとの比較ではまず GAF 得点についてはベースライン時と 4 ヶ月時で

仲介型群が CR+SE 群と比べて有意に得点が高かったが、12 ヶ月後時点では CR+SE 群の得点の

上昇によって両群の有意差がなくなった。次に BACS の各下位領域の得点については 4 ヶ月後時

点では言語性記憶、作業記憶、符号課題および総合得点で、また 12 ヶ月後点では BACS の言語性

記憶、作業記憶、文字流暢性、符号課題および総合得点で CR+SE 群は仲介型群と比べて有意に得

点が高かった。以上のことから、CR+SE 群は CR によって認知機能の多くの下位領域と全般的な

認知機能が改善し、なおかつ CR が終了後もその改善が維持されていたことが示唆された。認知機

能の改善によって対象者の生活に良い変化がもたらされ、これが全般的機能の評価である GAF 得

点の上昇につながったと考えられる。精神症状については両群とも 3 時点で大きな変化はなく、

CRや就労支援の精神症状に対する影響は見られなかったがこれは先行研究の知見とも一致する結

果であった。 
さらに群間の就労関連指標には大きな差が見られた。就労率について CR+SE 群は仲介型群と比

べて有意に多い対象者が就労して、全体の 63.8％が就労していた。CR+SE 群は研究開始から 3～
4 ヶ月間は CR と就労準備活動のみを行い、地域における求職活動はしないことがプロトコルで定

められていたことから、実質的には 8～9 ヶ月間の間に上記の就労率を達成したことになる。加え

て、就労したものの就労回数、雇用契約を結んでいた期間である合計就労期間、実際に働いた日数

である合計就労日数のいずれも CR+SE 群は仲介型群と比べて多く、また長かった。さらに両群の

就労したものについて離職回数を検討すると、両群間に有意差はなかった。これらのことから、本

研究で実施された認知機能リハビリテーションと援助付き雇用の組み合わせによる就労支援は重

い精神障害をもつ人の就労とその維持に対して効果的であることが示唆された。 
最後に本研究を遂行する過程で6つの研究協力機関はその支援体制から3つの支援タイプに分類

することが可能であった。このため副次的に支援タイプ別にも就労関連指標について整理した結

果、CR+SE 群の就労率がもっともよかった支援タイプは、「就労支援機関に生活支援員を配置」

する支援タイプである国府台・仙台サイトであり（就労率 100％）であり、次いで就労率がよかっ

たのは「医療機関に就労支援員を配置」する支援タイプの小平・ひだサイトであった（就労率 50％）。

これらのことから、1 つの機関内に就労支援専門員と生活支援員の両方が所属することは重い精神

障害をもつ人の就労支援を実施する際に重要であると考えられた。 
今後は平成 30 年 4 月には精神障害者の雇用義務化等の制度変更にむけて、研究班による活動か

ら得られた知見をまとめ、全国に普及可能な「『日本版援助付き雇用モデル』のガイドライン」を

作成し、認知機能リハビリテーションや援助付き雇用の普及を行っていく予定である。 
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Ａ．研究の背景	 

我が国においても精神障害をもつ人への地

域生活支援が少しずつ定着しつつある中、支

援の内容も単に「医療機関から退院して地域

で暮らす」ための支援から、より多様な支援

が求められるようになっている。この中でも

ひときわ大きなニーズと考えられるのが就労

に関連する支援である。 
平成 18 年に実施された「身体障害者、知的

障害者及び精神障害者就業実態調査」1)によれ

ば、精神障害をもつ人の就業率は 17.3％に過

ぎず、身体障害者の 43.0％、知的障害者の

52.6%と比べて低い割合にとどまっている。

また、就業していないもののうち 62.3%が就

業を希望しているが、実際に求職活動を行っ

ているのはその半数程度（50.7%）となって

おり、多くの精神障害者が働くことを希望し

ているにもかかわらず、実際には就職するこ

とに加え、そのための支援を受けることすら

ままならない実態が明らかとなっている。 
1970 年代に脱施設化を終え、精神障害者の

地域生活支援があたりまえのこととなってい

る欧米においては、就労支援のための多様な

プログラムや支援技法が開発されている 2)。 
中でも個別性を重視した職場開拓、素早い求

職活動、就労の維持に対する支援の実施、就

労支援と精神保健サービスの統合などをキー

エレメントとした援助付き雇用（Supported 
Employment: SE）とよばれる技法は複数の

RCT デザインによる効果検討研究によって

精神障害者の就労率や就労期間、賃金などに

ついてその効果が示唆されており、精神障害

者の支援として推薦すべき心理社会的治療の

うちの 1 つに挙げられている 3,4) 。 
さらに近年、援助付き雇用の効果をより促

進させるための試みとして、他の支援技法と

の組み合わせに関する効果検討も実施されて

いる 5)。その一つが Cognitive Remediation
（CR）との組み合わせによる支援である 4) 。 

Cognitive Remediation とは永続性や般化

をゴールとして認知過程の改善を目的とした

行動的トレーニングに基づく介入法であり 6) 

SEに付加することによってSEのみで実施す

るよりも就労関連指標に効果があることを示

唆されている。例えば McGurk, et al.（2005）
は Thinking Skills for Work Program と称す

る就労支援プログラムを開発し、この中で CR
と SE を組み合わせによる支援を実施し、そ

の効果を検討している。この結果、SE に CR
を付加して実施群（CR+SE 群）は SE のみで

支援した群（SE 群）と比べて、研究開始から

3 ヶ月後の遂行機能、言語性記憶、全般的認

知機能といった神経心理検査や精神症状が有

意に改善したことに加え、研究開始から 1 年

後の就労関連指標（就労数、就労時間、総賃

金、1 月あたりの時間、1 月あたりの賃金）も

有意に高かったことを報告している。また研

究開始後 2～3 年の追跡調査でも同様の傾向

がみられたことも報告している 8)。 
こうした知見を踏まえ、我が国においては

平成 21 年から平成 23 年にかけて厚生労働科

学研究費補助金（障害者対策総合研究精神分

野）精神障害者の認知機能障害を向上させる

ための「認知リハビリテーション」に用いる

コンピュータソフト[Cogpack]の開発とこれ

を用いた「認知機能リハビリテーション」効

果検討に関する研究（研究代表者：池淵恵美，

以下厚労科研池淵班）が実施された。この研

究では、全国 11 の多施設共同研究が参加し、

McGurk, et al.(2005)とほぼ同様の研究プロ

トコルによる効果検討が実施された。この結

果、認知機能リハビリテーションの前後比較

では、CR+SE 群にのみ言語性記憶、作業記憶、

処理速度や全般的な認知機能に有意または有

意傾向の改善がみられた。また就労支援開始

から 1 年間の就労率は CR+SE 群は 40％、SE
群では 29％、また同期間の平均就労日数は

CR+SE 群は 67.81±104.21 日、SE 群では

44.02±91.79 日と統計的な有意差を見いだす

にはいたらなかったものの CR+SE 群は SE
群に比べて良好な成績を収めた 9) 。 

以上のように国内外の先行研究において、

援助付き雇用や認知機能リハビリテーション

の有用性が示されており、冒頭で述べたよう
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な精神障害をもつ人の「働きたい」というニ

ーズの顕在化や増大に応えるためにも、こう

した技術の普及が国内における喫緊の課題と

言える。そのためには我が国の社会システム

にあった援助付き雇用モデルの開発が必要で

ある。 
精神障害をもつ人への就労支援を考えると

き、そこに関わる制度や支援は精神保健の枠

組みにとどまらず、労働や産業の領域との連

携が求められる。 
例えば、厚労科研池淵班の研究参加施設に

は東京大学医学部附属病院デイホスピタルや

帝京大学医学部附属病院精神科デイケアなど

ハローワークや就労・生活支援センターなど

労働領域の専門機関とも連携し、長年精神障

害をもつ人への就労支援に取り組み、成果を

挙げてきた機関が含まれていた。これらの機

関で実施されてきた就労支援と海外における

援助付き雇用の取り組みはその理念や支援技

法など多くの共通点があった。一方、障害者

差別禁止法によって障害をもつ人に特化した

雇用制度を持たない米国に対して我が国では

障害者雇用制度の活用と前提に支援制度が構

築されている。このため我が国で援助付き雇

用モデルを開発し、これを普及させるために

はシステムの違いに対応するための改訂が必

要と考えられた。 
また、上記の改訂版援助付き雇用モデル（本

研究班では「日本版援助付き雇用モデル」と

呼称する）の普及を目指す場合、これと従来

我が国の医療機関やハローワーク、就労支援

機関の多くで実施されてきたいわゆる仲介型

（ブローカー型）とを比較して就労率などの

アウトカムに良好な結果が得られるか検討す

る必要がある。宇津木（2010）は「現在の日

本の就労支援は、『train then place（訓練し

てから就労）』というのが一般的であり、職業

リハビリテーションは従来通りの就職前の相

談・評価・準備訓練・就職斡旋などに重点が

置かれ、フォローアップなど就職後の援助は

短期間に限定されている」と指摘し、援助付

き雇用の一形態である Individual Placement 

and Support:（IPS）を我が国に導入するた

めの課題について整理している。そこでは

train then place」から「place then train」
への体制転換や最低賃金の保証された労働契

約と多様な就労形態の必要性など、現状と比

べて大幅な支援理念や支援制度の転換を伴う

と思われる提案がなされており、こうした大

幅なシステムチェンジを行おうとする際には、

我が国におけるエビデンスが求められると思

われる。 
そこで本研究では、 
①海外における援助付き雇用や国内で行わ

れてきて優れた就労支援を踏まえ、国内

の多くの地域で実施可能な「日本版援助

付き雇用モデル」を提示すること 
② ①で開発された「日本版援助付き雇用モ

デル」を普及させるため、その有用性に

ついてエビデンス示すこと 
の 2 点を目的とすることとした。 

本稿では、上記研究の中でも②の比較研究

に関する結果を詳述する（①に関する取り組

みについては本報告書とは別にガイドライン

の作成を予定している）。なお、上記②に照ら

すと、A：新たに開発する「日本版援助付き

雇用モデル」による就労支援と B：従来行わ

れている仲介型就労支援、というように就労

支援技法に絞った比較を行うことが定石であ

ろうと思われる。しかし、先述したように援

助付き雇用は認知機能リハビリテーションと

組み合わせて行うことによって、よりその効

果が高まることが示唆されている。また近年、

海外における心理社会的支援技法を取り上げ

た臨床研究では、個別の支援技法を別々に検

討することだけでなく、すでにエビデンスの

示されている複数のプログラムが含まれる包

括的な支援と従来実施されている支援を比較

することによって、Real‐Life Setting にお

ける実現可能性などを検討する流れも見られ

る。 
本研究班は厚生労働科学研究費補助金	 難

病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究事

業（精神疾患関係研究分野）によるものであ
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り、学術的な貢献に加えて、実際の臨床活動

に資する実現可能・普及可能なシステムや技

術の開発が要請されている。 
これらの状況を鑑み、本研究では個別の支

援技法の有効性を追求するのではなく、認知

機能リハビリテーションと「日本版援助付き

雇用モデル」による就労支援を包括的な１つ

の支援技法ととらえ、これと従来行われてい

る仲介型就労支援との比較、という枠組みの

研究計画となっている点を申し述べる。 
以下、本報告書の他の分担研究者によって

報告される認知機能リハと援助付き雇用の組

み合わせによる就労支援研究は、本プロトコ

ルにのっとったものである。また、本研究は

研究班内では通称「B 班」と呼称されている。

他の報告書中でそのように呼称される場合、

本研究を指しているので留意されたい。 
なお、以下の研究プロトコルに関しては、

国立精神・神経医療研究センターにおける倫

理委員会で承認を受けている。 
 
Ｂ．方法	 

1) 協力機関  
多職種アウトリーチチーム研究同様に、国

立精神・神経医療研究センター病院、国立国

際医療研究センター 国府台病院、東北福祉大

学せんだんホスピタル、帝京大学医学部附属

病院の 4 つが、核となる研究サイト（コアサ

イト）として参加した。加えて、ひだクリニ

ック（千葉県流山市）および長岡病院（京都

府長岡京市）が本研究のみの研究協力機関と

して参加した。 
 

2) 対象者の選定方法  
(1)対象者 

①選択基準 
・研究協力施設に外来通院中であること 
・主診断が統合失調症、双極性障害、大う

つ病であること 
・年齢が 20～45 歳であること 
・研究開始時に就労を希望しているもの 
・一定の認知機能障害が認められるもの

（BACS-J でスクリーニング、詳細は後

述）  
②除外条件 
・主診断が知的障害、発達障害、人格障害、

てんかん性障害、認知症、てんかん性障

害以外の脳器質性疾患、薬物依存、 アル

コール依存、であるもの （主診断が統合

失調症、双極性障害、大うつ病でこれら

の疾患を合併している場合の研究参加は

妨げない）。  
・文書による同意が得られないか、同意に

問題のある者 
(2)エントリーの時期 

平成 23 年 10 月～平成 23 年 12 月までにか

けて、各研究サイトの外来部門にて対象者の

募集をかけた。募集は外来待合室におけるポ

スター掲示、リーフレット配布、外来主治医

への対象者の推薦依頼などによって行った。 
(3)エントリーの流れ 
	 研究説明本研究は各研究サイト内の対象者

を無作為割り付けにて介入群、対照群に振り

分ける RCT デザインを採用した。 
	 対象者のエントリーおよび割り付けの流れ

は以下である。 
①研究対象者の募集に応じた研究対象者候

補者に対して個別もしくは集団にて研究

の説明を実施し、その後研究に参加の意

思を示したものから文書による同意を得

た。 
②同意を得た者に統合失調症をもつ人のた

め の 神 経 心 理 検 査 で あ る Brief 
Assessment of Cognition in 
Schizophrenia 日本語版（以下 BACS-J）
の下位検査である符号課題と流暢性課題

を用いてスクリーニングを実施した。ス

クリーニングのカットオフポイントはそ

れぞれ健常群の平均値から-0.5SD 以下

に設定した。 
③同意が得られ、なおかつスクリーニング

を通過したもの（一定の認知機能障害が

認められるもの）を性別、年齢、スクリ

ーニング課題（BACS-J の符号課題およ
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び流暢性課題）で層別化した上で乱数に

よる無作為割り付けを実施し、介入群お

よび対照群に割り付けた。 
 
3) 介入方法  
(1) 介入群（=認知機能リハおよび援助付き雇

用モデルによる就労支援に参加する群）  
①「Cogpack」日本語版を用いた認知機能

リハビリテーション	   
厚労科研池淵班において開発された認知

機能リハビリテーション専用ソフト

「Cogpack」日本語版を使い、McGurk, et 
al.（2005,2007）で実施された「Thinking 
Skills for Work Program」を参考に下記の

認知機能リハビリテーションを実施 7,8)。 
・1 回 45～60 分、週 2 回、全 24 回実施。

概ね 3 ヶ月（12 週間）で終了する。  
・最初の 6 セッションで①注意、②集中、

③作業速度、④学習、⑤記憶、⑥遂行機

能の 6 領域を網羅する。  
・その後は対象者の嗜好や支援者の判断で

必要と考えられる領域を優先しながら、

繰り返しこれらの領域のトレーニングを

行う。  
・コンピュータトレーニングと実際の就労

場面もしくは生活場面の橋渡しを行い、

対象者の就労への希望やモチベーション

をすくいあげるグループ（言語グループ）

をコンピュータトレーニングと並行して

週 1 回 60 分程度実施する。  
②就労準備活動 

履歴書の書き方や面接の練習など、求職

活動をはじめる上でのごく一般的な準備

を集団または個別で実施。介入内容を統

一する意味で上記の活動を最低 4 回は実

施することしたが、後述のとおり、各研

究サイトによって実施する期間が異なっ

ていることから、この 4 回の実施間隔に

ついてはそれぞれのサイトの事情で設定

可、とした。 
③日本版個別援助付き雇用モデルによる就

労支援  

【本研究班で実施する日本版個別援助付

き雇用モデルのミニマム・リクワイアメン

ト】  
・Place then Train モデルであること  
→機関内での準備活動は必要最低限におさえ、

できるだけ早く実際の仕事の場での体験や

トレーニングを提供する  
・ケアマネジメント（=個別性を重視した支援）

を提供していること  
→利用者のニーズや希望にもとづき、ストレ

ングスを重視したアセスメントやケアプラ

ン作成を実施  
→地域生活支援・就労支援に軸においた薬物

調整や疾病コントロール（=地域における医

療）が相談可能な体制であること  
・生活支援を担当する CM と就労支援担当者

（ES）との間に密接な情報交換があること  
※所属機関の異同や定期的なミーティングの

有無、頻度は問わない  
・最低限、就労支援担当者がアウトリーチサ

ービス（企業訪問、同行支援、ジョブコー

チなど就労維持のための支援）を実施する

こと  
※CM もアウトリーチできればより良いが必

須とはしない。 
【本研究班で実施する日本版個別援助付

き雇用モデルで必ず実施すべきサポート

およびアクション】  
・認知機能リハビリテーションと就労準備活

動が終了後は地域における仕事探しを開始

する（対象者の就労へのモチベーションを尊

重し、就労準備をだらだらと続けることはし

ない）。 
※今回の介入では認知機能リハと就労準備活

動の前後で神経心理検査など臨床関連指標

の評価を行うことになっており、ここに求

職活動の影響を及ぼさないため、認知機能

リハおよび就労準備活動と求職活動は同時

に行わない、というプロトコルとなってい

る。これはあくまで研究プロトコル上設定

した条件である。研究班としては、臨床的

には認知機能リハおよび就労準備活動と求
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職活動を同時に実施することは可能であり、

ケースによってはそのほうが望ましいこと

も多々あると認識していることを強調して

おく。 
・仕事探しは、ケアマネージャと就労支援の

専門家がチームを組んで支援を行う。ケア

マネージャは少なくとも１週間に１回は面

接や電話による相談を行う。 
・仕事探し中は、実際の仕事探し活動（ハロ

ーワークにいく、求人雑誌やチラシを見る、

企業見学に行く、実習に参加する、合同面

接会にいく、等）を少なくとも 2 週間に 1
回は実施できるようにケアマネージャもし

くは就労支援の専門家が援助する。必要に

応じて地域への同行（アウトリーチ）を積

極的に実施する。 
・仕事探し中には、少なくとも 2 週間に 1 回

は同時期に求職活動に対象者が集まって、

近況報告や仕事に関する相談が行えるよう

なグループを実施する（就労グループ）。 
・仕事の維持期は、仕事開始当初は週 1 回以

上、慣れてきてからも少なくとも 2 週間に

1 回以上はケアマネージャとの面接や電話

での相談を行うことを少なくとも 6 ヶ月続

ける。  
・仕事の維持期には就労グループへの参加を

1 ヶ月に 1 回行うことを奨励する。 
・必要があれば、転職について相談に乗る。 
以上のプロトコルについてまとめたものを表

1 に示す。 
(2) 対照群（=ブローカー型による就労支援に

参加する群） 
研究協力施設である医療機関内に就労支援

担当者を 1 名配置し、この担当者がいわゆる

ブローカー型の就労支援を実施。面接は月に

1 回定期的に実施し、その時々に対象者のニ

ーズに合わせて最善と思われる機関にリファ

ーを行う。ブローカー型支援の結果、リファ

ー先の地域の就労支援機関においてケアマネ

ジメントが実施されるケースも当然想定され

るが、これは妨げない  
→月 1 回の定期的な面接が保証されている点

などから対照群であったとしても従来の就労

支援より良質の支援が実施されることになる

が、倫理的な配慮から上記のようなプロトコ

ルとなった。 
 
4) 調査測度  

使用する尺度や評価は下記の通りである。 
(1) 症状・機能評価 
	 利用者の症状・社会機能評価を測定するも

のとして以下の尺度を用いた（特に記述のな

いものはベースライン時および約 4 ヶ月後に

評価）。 
①病前の知的機能：JART（Japanese Adult 

Reading Test）※ベースラインのみ 10)  
② 精 神 症 状 ： PANSS 11) (Positive ＆ 

Negative Syndrome Scale)（統合失調症

の方）もしくは HAM-D12)（うつもしく

は双極性障害の方） 
③機能の全体的評定：GAF13) （Global 

Assessment of Functioning Scale） 
④社会生活能力：LASMI（精神障害者社会

生活評価尺度）14) 
⑤認知機能：BACS-J（Brief Assessment of 

Cognition in Schizophrenia Japanese 
Version）15) 

⑥作業能力：ワークサンプル幕張版「数値

チェック」「ナプキン折り」16) 
(2) 利用者に対する自記式調査 

利用者の主観的 QOL や就労に対する動機

付けについて把握するため以下の尺度を用い

た（ベースライン時・ベースラインから約 4
ヶ月後・同 1 年後、介入群のみ同 1 年 4 ヶ月

後に評価）。 
①生活時間の構成（国民生活基礎調査をも

とに質問紙を構成した） 
②就労に対する動機付け尺度 17) 

(3) カルテによるアウトカム調査 
以下の指標についてカルテに基づき情報を

収集することとした。 
①ベースライン時に情報収集 

性別・年齢・教育年数・生活形態・日中

の居場所・ICD による診断名・初発年月・
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初診年月・過去 6 ヶ月、12 ヶ月の職歴の

有無と有の場合の雇用形態 
	 ②ベースライン時、ベースラインから約 4

ヶ月後、同 1 年後に情報収集 
（すべて当該調査時点の）入院月数・デ

イケア利用歴と月数・薬物療法の内容等 
(4) 医療経済的評価 
	 医療経済的な評価を行うため、A 班と同様

に以下の 3 種類を用いてデータを収集する。 
①レセプト調査 
②サービスコード：利用者に対して提供し

たサービスの内容や量・人的コストを把

握するため、サービスコードを用いて利

用者およびその関係者への支援内容を記

録する。なお、サービスコード票には以

下の情報が含まれる：サービスを提供し

た日時、サービス提供時間・場所、移動

時間、サービスを提供したスタッフの職

種、サービス内容、診療報酬/障害者自立

支援法上報酬位置づけ、スタッフの自己

負担。 
③CSRI-J：利用者が使用している福祉サー

ビスや所得保障制度など、レセプトから

では収集できないコストに関するデータ

を測定する調査ツール 18,19)。A 班と異な

り、介入群・対照群ともに 1 ヶ月ごとに

評価、就労の有無や期間、仕事の内容な

ど就労関連指標はこの調査票をもって情

報収集を行う。（（4）については山口によ

る別稿にて報告）。 
本項で述べた調査測度（=臨床関連指標、就労

関連指標、および医療経済関連指標）の評価

スケジュールについて図 1 に示す。 
以上の調査表の詳細は別添を参照のこと。 
 
5) 研究デザインと分析方法  
	 本研究では Randomized Controlled Trial
（RCT）デザインを採用している。研究の主

な目的は群間の比較であり、主に実施する分

析は群と時期を独立変数、各調査測度で得ら

れたデータを従属変数とする分散分析である。 
	 加えて、本研究は 6 つの研究協力機関の多

施設共同研究であり、支援サイトごとの研究

体制を精査した結果、6 つのサイトが①医療

機関と就労支援機関が緊密な連携を実施、②

医療機関の中に就労支援専門員を配置、③就

労支援機関の中に生活支援員を配置の 3 つの

支援タイプに分類可能と思われた。このため

副次的なデータとしてサイトと各調査測度で

得られたデータのクロス集計を実施し、支援

タイプごとの就労関連指標についても精査を

行う。支援タイプと該当する研究協力機関を

表 1 に示す。 
 
Ｃ．結果	 

Ⅰ．群別の検討  
1) 対象者のフロー  
	 各サイトで説明会を実施し 6 サイトにおい

て合計 111 名から文書による同意が得られ、

無作為割付によって認知機能リハビリテーシ

ョンと援助付き雇用の組み合わせによる就労

支援を受ける群（CR+SE 群）57 名と仲介型

就労支援のみをうける群（仲介型群）54 名の

2 群に振り分けられた。その後 CR+SE 群で

研究対象外のもの 4 名、同意撤回者 6 名が、

また仲介型群では研究対象外のもの 3 名、同

意撤回者 4 名が生じ、それぞれのケースから

得られたデータは分析データから除外された

（研究対象外のものについてはベースライン

時データの一部を収集時に研究対象外である

ことが判明したため、この時点で除外、同意

撤回を表明したものについては同意撤回の意

思を表明した時点からベースライン時にさか

のぼりこの間に得られたデータをすべて除

外）。この結果ベースライン時点での分析対象

者は CR+SE 群 47 名、仲介型群 47 名、合計

94 名となった。 
また研究活動が進む間に CR+SE 群では転

居や外来受診の拒否等で研究で定める支援は

中断したものの対象者から同意撤回はなかっ

たため対象者の協力が必要ない一部の調査

（主にカルテ調査等）を続行したもの（以下、

サービス中断調査続行ケース）が 1 名、死亡

したもの 2 名が、また仲介型群ではサービス
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中断調査続行ケースが 1 名生じた。これらの

ケースについては、得られたデータはすべて

分析に含めた。しかしすべての時点でのデー

タがそろわない分析に含めることができない

反復測定による分析ではケースごと除外され

た。同様に一時的な症状悪化やその他の対象

者都合によって一部の評価を実施できなかっ

たケースについてはその部分が欠損値となる

ため反復測定による分析ではケースごと除外

された。対象者のフローについて図 2 に示す。 
 
2) 群間の等質性の検討  
(1) カルテ調査に基づく患者背景 

①性別および診断：群と性別および診断に

ついてそれぞれ 2（群）×2（男性・女性）

および 2（群）×3（統合失調症、うつ病

圏、双極性障害）の χ2 検定を実施した。

この結果、群間に有意差はなかった（表

1）。 
②年齢・罹病期間（年）・累積入院期間（月）：

群を独立変数、年齢・罹病期間（年）・累

積入院期間（月）の各変数を従属変数と

して、ｔ検定を実施した。この結果、群

間に有意差はなかった（表 1）。 
(2) 臨床的評価 

PANSS・GAF・LASMI・JART：群を

独立変数、PANSS（陽性症状、陰性症状、

総合精神病理評価）、GAF、LASMI（対

人関係領域、労働領域）、JART（全 IQ）、

過去 1 年間の就労日数、就労もしくは求

職活動に対する動機づけ尺度得点の各変

数を従属変数として、t 検定を実施した。

この結果、GAF ついて仲介型群のほうが

CR+SE 群より有意に得点が高かった。

このほかの変数については、有意差はな

かった（表 1）。 
 

3) 認知機能リハビリテーションと援助付

き雇用の組み合わせによる支援と仲介型

就労支援の比較  
図 1 にある評価スケジュールのうち、各群

とも研究開始から 12 ヶ月までのデータ（ベー

スライン時、4 ヶ月時、12 ヶ月時の 3 時点に

おけるデータ）を用い、以下の分析を実施し

た。なお以下の分析では、ベースライン時に

有意差のあった GAF 得点を共変量として投

入した（GAF そのものの分析を除く）。 
(1) 症状・機能評価 

①PANSS：群と時期を独立変数、PANSS
の陽性症状得点、陰性症状得点、総合精

神病理得点、合計得点の各変数を従属変

数、ベースライン時の GAF 得点を共変

量として繰り返しのある二元配置共分散

分析を実施したこの結果、いずれの変数

についても交互作用に有意差はなかった

（図 3-6）。 
②GAF：群と時期を独立変数、GAF 得点を

従属変数として繰り返しのある二元配置

分散分析を実施した。この結果、交互作

用に有意差が見られた（交互作用

F=6.569，p<.01）。さらに単純主効果の

検討を行ったところ、群の単純主効果で

はCR+SE群の 12ヶ月時がベースライン

時および 4 ヶ月時と比べてそれぞれ有意

に得点が高く（ベースライン時 vs12 ヶ月

時：p<.001；4 ヶ月時 vs12 ヶ月時：p<.05）、
時期の単純主効果ではベースライン時と

4 ヶ月時で CR+SE 群が仲介型群よりも

有意に得点が低かった。その他の時点で

は有意差はなかった（いずれも p<.05；
図 7）。 

③LASMI：群と時期を独立変数、LASMI
の対人関係領域と労働領域の各変数を従

属変数、ベースライン時の GAF 得点を

共変量として繰り返しのある二元配置共

分散分析を実施したこの結果、いずれの

変数についても交互作用に有意差はなか

った（図 8，9）。 
(2)認知機能評価 

BACS-J：群と時期を独立変数、BACS の

各下位領域の z 得点および Composite Score
得点を従属変数、ベースライン時の GAF 得点

を共変量としてとして繰り返しのある二元配

置共分散分析を実施した。この結果、言語性
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記憶、作業記憶、文字流暢性、符号の各課題

と Composite Score 得点について交互作用に

有意差が見られた（言語性記憶：F=4.674，
p<.05，作業記憶：F=3.971，p<.05，文字流

暢性：F=6.240，p<.01，符号課題：F=6.771，
p<.01，Composite Score：F=6.753，p<.01）。
さらに各変数について以下のように単純主効

果の検討を行った。 
a 言語性記憶課題：群の単純主効果では

CR+SE 群の 4 ヶ月時と 12 ヶ月時において

ベースライン時よりも有意に得点が高く

（いずれも p<.001）、仲介型群の 12 ヶ月時

においてベースライン時よりも得点が高く

有意傾向であった（p<.10）。時期の単純主

効果では 4ヶ月時と 12ヶ月時でCR+SE群

が仲介型群よりも得点が有意に高かった

（いずれも p<.05）。これ以外の時点間、群

間に有意差はなかった（図 10）。 
ｂ言語性記憶課題：群の単純主効果では

CR+SE 群の 4 ヶ月時と 12 ヶ月時において

ベースライン時よりも有意に得点が高かっ

た（4 ヶ月時：p<.05；12 ヶ月時 p<.01）。
時期の単純主効果では 4 ヶ月時と 12 ヶ月

時で CR+SE 群が仲介型群よりも得点が有

意に高かった（4 ヶ月時：p<.05；12 ヶ月

時 p<.01）。これ以外の時点間、群間に有意

差はなかっ群の単純主効果では CR+SE 群

の 4 ヶ月時と 12 ヶ月時においてベースラ

イン時よりも有意に得点が高かった（いず

れも p<.001）。時期の単純主効果では 12 ヶ

月時で CR+SE 群が仲介型群よりも得点が

有意に高かった（p<.05）。これ以外の時点

間、群間に有意差はなかった（図 13）。 
ｄ符号課題：群の単純主効果では CR+SE 群

の 4 ヶ月時と 12 ヶ月時においてベースラ

イン時よりも有意に得点が高かった（いず

れも p<.001）。時期の単純主効果では 4 ヶ

月時と 12ヶ月時でCR+SE群が仲介型群よ

りも得点が有意に高かった（いずれも

p<.01）。これ以外の時点間、群間に有意差

はなかった（図 13）。 
e Composite Score：群の単純主効果では

CR+SE 群の 4 ヶ月時と 12 ヶ月時において

ベースライン時よりも有意に得点が高く

（いずれも p<.001）、また 12 ヶ月時のほう

が 4 ヶ月時によりも有意に得点が高かった

（p<.05）。仲介型群でも 4 ヶ月時と 12 ヶ

月時においてベースライン時よりも有意に

得点が高かった（いずれも p<.05）。時期の

単純主効果では 4 ヶ月時と 12 ヶ月時で

CR+SE 群が仲介型群よりも得点が有意に

高かった（4 ヶ月時：p<.05；12 ヶ月時

p<.01）。これ以外の時点間、群間に有意差

はなかった（図 17）。 
上記に述べた課題以外では交互作用に有意差

はなかった（図 12、14、16）。 
(3)作業課題 

ワークサンプル幕張版：群と時期を独立変

数、ワークサンプル幕張版の「数値チェック」

および「ナプキン折り」の各課題の正答数を

従属変数、ベースライン時の GAF 得点を共変

量としてとして繰り返しのある二元配置共分

散分析を実施した。この結果、「ナプキン折り」

課題の正答数について交互作用に有意差が見

られた（F=6.272，p<.01）。さらに単純主効

果の検討を行ったところ、群の単純主効果で

は CR+SE 群の 4 ヶ月時と 12 ヶ月時において

ベースライン時より有意に得点が高く（4 ヶ

月時：p<.01；12 ヶ月時 p<.05）、時期の単純

主効果ではベースライン時と 4 ヶ月時で

CR+SE 群が仲介型群よりも有意に得点が高

かった（4 ヶ月時：p<.01；12 ヶ月時 p<.05）。
その他の時点では有意差はなかった（図 18、
19）。 
(4)就労関連指標 

①就労率 
	 分析対象となった 94 名のうち、就労の有

無が追跡できなかった 1 名を除く 93 名

について群と就労の有無について 2×2 の

χ2 検定を実施した。この結果、CR+SE
群は仲介型群に比べて就労したものが有

意に多かった（χ2=15.027，p<.001 表 3）。 
②離職率 

①の分析で就労ありとされた 41 名につ
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いて群と離職の有無について 2×2 の χ2

検定を実施した。この結果、有意差はな

かった（表 4）。 
③就労回数、合計就労期間、合計就労日数 

分析対象となった 94 名のうち、就労の

有無が追跡できなかった 1 名を除く 93
名について群を独立変数、就労回数、合

計就労期間、合計就労日数の各変数を従

属変数として t 検定を行った。この結果、

いずれの変数ついても CR+SE 群のほう

が仲介型群よりも有意に多かった（就労

回数：t=-2.042 p<.05、合計就労期間：

t=-2.738 p<.01、合計就労日数：t=-2.389 
p<.05、表 5）。 

④離職回数 
①の分析で就労ありとされた 41 名につ

いて群を独立変数、離職回数を従属変数

として t 検定を実施した。この結果、有

意差はなかった（表 6）。 
Ⅱ．支援サイト別の検討  
1) 支援サイト間の等質性の検討  

(1)性別および診断：支援サイトと性別およ

び診断についてそれぞれ 3（サイト）×2
（男性・女性）および 3（サイト）×3（統

合失調症、うつ病圏、双極性障害）の χ2

検定を実施した。この結果、群間に有意

差はなかった（表 7）。 
(2)年齢・罹病期間（年）・累積入院期間

（月）：サイトを独立変数、年齢・罹病期

間（年）・累積入院期間（月）の各変数を

従属変数として、一元配置分散分析を実

施した。この結果、PANSS 合計得点に

ついてサイト間の平均値に有意差がみら

れた。シェフェ法による多重比較を実施

したところ、「医療機関に就労支援員を配 
置」する支援タイプである小平・ひだサ

イトが、「就労支援機関に生活支援員を配

置」する支援タイプである国府台・仙台

サイトと比べて得点が有意に高かった。

また就労もしくは求職活動に対する動機

づけ尺度の得点についてもサイト間の平

均値に有意差がみられた。シェフェ法に

よる多重比較を実施したところ、「医療機

関に就労支援員を配置」する支援タイプ

である小平・ひだサイトが他の 2 つの支

援タイプと比べて得点が有意に高かった。

（表 7）。 
2) 就労関連指標  

(1)就労率 
	 分析対象となった 94 名のうち、就労の有

無が追跡できなかった 1 名を除く 93 名

について支援タイプと就労の有無につい

て 3×2 のクロス集計表を作成した。この

結果、「就労支援機関に生活支援員を配 
置」する支援タイプである国府台・仙台

サイトでは CR+SE 群に振り分けられた

対象者がすべて就労していることが明ら

かとなった（表 8）。 
(2)離職率 
	 (1)の分析で就労ありとされた 41 名につ

いて支援タイプと離職の有無について

3×2 のクロス集計表を作成した。この結

果、「医療機関に就労支援員を配置」する

支援タイプである小平・ひだサイトの仲

介型群で離職したものの割合が 80％と

やや高い印象であった（表 9）。 
(3)就労回数、合計就労期間、合計就労日数 

分析対象となった 94 名のうち、就労の

有無が追跡できなかった 1 名を除く 93
名について支援タイプ別に就労回数、合

計就労期間、合計就労日数の平均値と標

準偏差を算出した。この結果、3 つの変

数すべてにおいて「就労支援機関に生活

支援員を配置」する支援タイプである国

府台・仙台サイトと「医療機関に就労支

援員を配置」する支援タイプである小

平・ひだサイトが「医療機関と就労支援

機関が緊密な連携を実施」する支援タイ

プである帝京・長岡サイトより回数が多

く、日数が長い印象であった（表 10）。 
(4)離職回数 
	 (1)の分析で就労ありとされた 41 名につ

いて支援タイプと離職の有無について

3×2 のクロス集計表を作成した。この結
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果、「医療機関に就労支援員を配置」する

支援タイプである小平・ひだサイトでは

他の 2 つのサイトを比べて CR+SE 群も

仲介型群も平均離職回数が多い印象であ

った。（表 11）。 
 
Ｄ．考察	 

1) 群間の等質性の検討  
群間の比較では GAF 得点について仲介型

群のほうが CR+SE 群より有意に得点が高か

ったものの年齢他、その他の変数について有

意な差はなかったことから、無作為割付に群

分けは概ね成功したと考えらえる。 
2) 認知機能リハビリテーションと援助付

き雇用の組み合わせによる支援と仲介型

就労支援の比較  
(1)群別の検討 
	 本研究の主たる目的は認知機能リハビリテ

ーションと援助付き雇用を一体の新たな支援

をとらえ、仲介型の就労支援を比較すること

で新たな支援の有効性を検討することであっ

た。 
臨床関連指標について各評価測度の得点に

ついてベースライン時、4 ヶ月時、12 ヶ月時

の推移を群別に検討したところ、GAF 得点、

BACS の言語性記憶、作業記憶、文字流暢性、

符号課題および総合得点について交互作用に

有意差がみられた。これらの変数の 3 時点の

推移について群ごとにみると CR+SE 群では

認知機能リハビリテーション（CR）を受けた

前後であるベースライン時と 4 ヶ月後で仲介

型群と比べて有意に得点が改善しており、12
ヶ月後でもその改善が維持されているかさら

に得点が改善していた。また時点ごとの比較

ではまず GAF 得点についてはベースライン

時と 4 ヶ月時で仲介型群が CR+SE 群と比べ

て有意に得点が高かったが、12 ヶ月後時点で

は CR+SE 群の得点の上昇によって両群の有

意差がなくなった。次に BACS の各下位領域

の得点については 4 ヶ月後時点では言語性記

憶、作業記憶、符号課題および総合得点で、

また 12 ヶ月後点では BACS の言語性記憶、

作業記憶、文字流暢性、符号課題および総合

得点で CR+SE 群は仲介型群と比べて有意に

得点が高かった。以上のことから、CR+SE 群

は CR によって認知機能の多くの下位領域と

全般的な認知機能が改善し、なおかつ CR が

終了後もその改善が維持されていたことが示

唆された。認知機能の改善によって対象者の

生活に良い変化がもたらされ、これが全般的

機能の評価である GAF 得点の上昇につなが

ったと考えられる。精神症状については両群

とも 3 時点で大きな変化はなく、CR や就労

支援の精神症状に対する影響は見られなかっ

た。これは先行研究の知見とも一致するもの

である。 
このような臨床関連指標の変化に加えて群

間の就労関連指標には大きな差が見られた。

就労率について CR+SE 群は仲介型群と比べ

て有意に多い対象者が就労して、全体の

63.8％が就労していた。CR+SE 群は研究開始

から 3-4 ヶ月間は CR と就労準備活動のみを

行い、地域における求職活動はしないことが

プロトコルで定められていたことから、実質

的には 8-9 ヶ月間の間に上記の就労率を達成

したことになる。日本における援助付き雇用

に関する先行研究である西尾ら（2008）の報

告 に よ れ ば Individual Placement and 
Support（IPS）による就労支援を受けた介入

群の 2 年 7 ヶ月間の就労率は 43％ほどであっ

た 20)。この研究では対象者が Assertive 
Community Treatment （ACT）の利用者で

あり、本研究の対象者よりも重症なものであ

ったことから単純な比較は難しいが、厳密に

フィデリティが定義されている IPS モデルの

就労支援と比べても本研究において実践され

た援助付き雇用モデルによる就労支援は遜色

なく機能したことが推察された。加えて、就

労したものの就労回数、雇用契約を結んでい

た期間である合計就労期間、実際に働いた日

数である合計就労日数のいずれも CR+SE 群

は仲介型群と比べて多く、また長かった。さ

らに両群の就労したものについて離職回数を

検討すると、両群間に有意差はなかった。こ
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れらのことから、本研究で実施された認知機

能リハビリテーションと援助付き雇用の組み

合わせによる就労支援は重い精神障害をもつ

人の就労とその維持に対して効果的であるこ

とが示唆された。 
(2)支援サイト別の検討 
	 本研究を遂行する過程で 6 つの研究協力機

関はその支援体制から 3 つの支援タイプに分

類することが可能であった。 
	 この支援タイプ別にベースライン時の対象

者の臨床像と就労関連指標の結果を整理した

結果、ベースライン時においては、「医療機関

に就労支援員を配置」する支援タイプである

小平・ひだサイトにおいて PANSS の合計得

点が高く、動機づけ尺度の得点も高かった。

このことから小平・ひだサイトでは就労に対

する動機づけは高いものの精神症状が悪い対

象者が多く、他サイトと比べて就労率等の就

労関連指標において成果が上げづらいことが

予想された。 
1 年後の就労関連指標をみると、CR+SE 群

の就労率がもっともよかった支援タイプは、

「就労支援機関に生活支援員を配置」する支

援タイプである国府台・仙台サイトであり、

その就労率は 100％であった。次いで就労率

がよかったのはベースライン時では苦戦が予

想された小平・ひだサイトであり CR+SE 群

の就労率は 50％であった。従来の就労支援体

制の枠組みを活用し、より強固な連携をめざ

した「医療機関と就労支援機関が緊密な連携

を実施」する支援タイプであった帝京・長岡

における CR+SE 群の就労率は 35.7％であっ

た。また就労回数、合計就労期間、合計就労

回数についても国府台・仙台サイトがもっと

も多いか長く、次いで小平・ひだサイト、帝

京・長岡サイトの順であった。離職回数につ

いては、支援タイプ別にみると分析対象が非

常に少なく平均値をとる意味あいはあまりな

いと思われたが、参考値として示す。 
支援タイプ別の就労関連指標については、3

要因の分析（例えば 3 支援タイプ×2 群×就労

の有無）となるにも関わらず、対象者を分析

することで独立変数の各水準に当てはまる対

象者数が少なくなり検定力が落ちることから

検定は実施していない。このため、現時点で

は印象の域を出ない。しかし「就労支援機関

に生活支援員を配置」する支援タイプは非常

に有効であり、また「医療機関に就労支援員

を配置」支援タイプがそれに準じる結果であ

ったことから、1 つの機関内に就労支援専門

員と生活支援員の両方が所属することは重い

精神障害をもつ人の就労支援を実施する際に

重要であると考えられた。Cook ら（2005）
は Employment Intervention 
Demonstration Pprogram Measure を示し、

精神障害者に対するより良い就労支援のため

に「精神保健サービスと就労サービスの両ス

タッフは、同一建物内で勤務」「両サービス

（注：精神保健サービスと就労サービス）は

同一の機関によって提供」といった事柄を推

奨している 21)。本研究はこうした指摘が当て

はまる結果となった。一方で「医療機関と就

労支援機関が緊密な連携を実施」する支援タ

イプでも CR+SE 群で 35％程度の就労率が示

された。例えば厚生労働省による「身体障害

者、知的障害者及び精神障害者就業実態調査」

によれば精神障害者の就労率は 17.3％とされ

ており 22)、この数値に比べると上記支援タイ

プで得られた就労率は高いものを言える。本

研究では医療支援、就労支援、生活支援の統

合を目指して研究費を用いて支援体制を整え、

上述のような結果を得ることができた。今後、

研究班としてはこの成果を踏まえて、現行の

精神保健医療福祉システムに変化を促してい

く予定である。しかし現時点でも例えば大き

な予算はないが、これから就労支援に取り組

みたいと考えている医療機関に対して、帝

京・長岡サイトの実践を伝えることは有効な

就労支援を普及する第一歩として有用と考え

られた。 
 
Ｅ．結論	 

	 重症の精神障害をもつ人に対して認知機能

リハビリテーションと援助付き雇用の組み合
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わせによる支援の効果検討研究の結果につい

て報告した。 
	 考察で述べたように、認知機能リハビリテ

ーションと援助付き雇用の組み合わせによる

支援は重い精神障害をもつ人の認知機能を改

善し、その後の就労と就労の維持に有効であ

ることが示された。平成 30 年 4 月には精神障

害者の雇用義務化も予定される中、本研究の

結果は多くの医療機関や支援機関の実践に役

立つ情報を提供できると考えられる。 
今後は研究班による活動から得られた知見

をまとめ、全国に普及可能な「『日本版援助付

き雇用モデル』のガイドラインを作成し、認

知機能リハビリテーションや援助付き雇用の

普及を行っていく予定である。 
	 

Ｆ．健康危険情報	 なし 
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図 1	 評価スケジュール	 

	 
	 

	 

	 

	 

	 

表 1	 支援タイプの定義と該当する機関	 
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図 2	 対象者のフローチャート	 

	 

	 

	 

	 

表 2	 群別にみるベースライン時データ	 

	 

	 

	 

平均値 （SD） 平均値 （SD）

年齢 34.83 (6.96) 34.49 (6.84) n.s.

罹病期間（年）1) 10.76 (7.76) 11.29 (6.09) n.s.

累積入院期間（月）1) 5.38 (10.53) 3.97 (8.55) n.s.

PAN SS合計得点2) 61.78 (17.53) 58.49 (15.35) n.s.

G AF得点 49.75 (8.01) 54.43 (11.23) 0.022

LASM I対人関係 14.83 (8.55) 14.60 (7.36) n.s.

LASM I労働 13.28 (6.27) 14.32 (5.30) n.s.

JART（病前知能） 104.15 (10.52) 101.16 (9.29) n.s.

過去１年間の就労日数3) 63.83 (111.90) 47.20 (89.88) n.s.

就労もしくは求職活動に対する動機づけ 3.39 (0.89) 3.71 (0.99) n.s.

男性/女性 n.s.

統合失調症/大うつ病/双極性障害 n.s.

1)C R+SE群47名、仲介型のみ群46名
2)C R+SE群41名、仲介型のみ群42名（HAM -Dで評価したものを除いたため）
3)C R+SE群46名、仲介型のみ群46名

t検定/
χ2検定

(n	 =	 47) (n	 =	 47)
p値

28/19 30/17

39/5/3 42/2/3

(n=94) C R+SE群 仲介型のみ群
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図 3	 群別にみるベースライン時、4 ヶ月後、12 ヶ月後の PANSS 陽性症状得点	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 4	 群別にみるベースライン時、4 ヶ月後、12 ヶ月後の PANSS 陰性症状得点	 
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図 5	 群別にみるベースライン時、4 ヶ月後、12 ヶ月後の PANSS 総合精神病理得点	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 6	 群別にみるベースライン時、4 ヶ月後、12 ヶ月後の PANSS 合計得点	 
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図7	 群別にみるベースライン時、4ヶ月後、12ヶ月後のGAF得点（交互作用F=6.569，p<.01）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 8	 群別にみるベースライン時、4 ヶ月後、12 ヶ月後の LASMI 対人関係得点	 
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図 9	 群別にみるベースライン時、4 ヶ月後、12 ヶ月後の LASMI 対人関係得点	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 10	 群別にみるベースライン時、4 ヶ月後、12 ヶ月後の BACS 言語性記憶課題 z 得点（交

互作用 F=4.674，p<.05）	 
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図 11	 群別にみるベースライン時、4 ヶ月後、12 ヶ月後の BACS 作業記憶課題 z 得点（交互

作用 F=3.971，p<.05）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 12	 群別にみるベースライン時、4 ヶ月後、12 ヶ月後の BACS 語流暢性課題 z 得点	 
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図 13	 群別にみるベースライン時、4 ヶ月後、12 ヶ月後の BACS 文字流暢性課題 z 得点（交

互作用 F=6.240，p<.01）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 14	 群別にみるベースライン時、4 ヶ月後、12 ヶ月後の BACS トークン運動課題 z 得点	 
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図 15	 群別にみるベースライン時、4 ヶ月後、12 ヶ月後の BACS 符号課題 z 得点（交互作用

F=6.771，p<.01）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 16	 群別にみるベースライン時、4 ヶ月後、12 ヶ月後の BACS ロンドン塔課題 z 得点	 
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図 17	 群別にみるベースライン時、4 ヶ月後、12 ヶ月後の BACS	 Composite	 Score（交互作

用 F=6.753，p<.01）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 18	 群別にみるベースライン時、4 ヶ月後、12 ヶ月後のワークサンプル幕張版「数値チ

ェック」課題正答数	 
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図 19	 群別にみるベースライン時、4 ヶ月後、12 ヶ月後のワークサンプル幕張版「ナプキ

ン折り」課題正答数	 

（交互作用 F=6.272，p<.01）	 

	 

	 

	 

表 3	 群別にみる就労者数および就労率（χ2=15.027，p<.001）	 

	 

	 

	 

表 4	 群別にみる離職者数および離職率	 

	 

度数 ％ 度数 ％ 度数 ％

就労あり 30 63.8 11 23.9 41 44.1

就労なし 17 36.2 35 76.1 52 55.9

合計 47 100.0 46 100.0 93 100.0

（n=93）
合計CR+SE群 仲介型のみ群

度数 ％ 度数 ％ 度数 ％

離職あり 10 33.3 7 63.6 17 41.5

離職なし 20 66.7 4 36.4 24 58.5

合計 30 100.0 11 100.0 41 100.0

（n=41）
CR+SE群 仲介型のみ群 合計
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表 5	 群別にみる就労回数、合計就労期間および合計就労日数	 

	 

	 

	 

	 

表 6	 群別にみる離職回数	 

	 

	 

	 

	 

表 7	 支援タイプ別にみるベースライン時データ	 

	 

	 

平均値 (SD ) 平均値 (SD )

就労回数 0.79 (0.86) 0.41 (0.91) -2.042 *

合計就労期間 82.23 (88.28) 33.63 (82.87) -2.738 **

合計就労日数 48.43 (52.98) 21.65 (55.05) -2.389 *

t値（n=93）
CR+SE群（n=47） 仲介型のみ群(n=46)

平均値 (SD ) 平均値 (SD )

離職回数 1.40 (0.966) 2.00 (1.155) 1.164

C R+SE群 仲介型のみ群
t値（n=17）

平均値 （SD） 平均値 （SD） 平均値 （SD）

年齢 35.26 7.471 33.82 6.267 35.00 7.041 n.s.

罹病期間（年）1) 10.56 7.365 11.16 6.283 11.21 7.356 n.s.

累積入院期間（月）1) 5.70 10.222 3.92 9.506 4.66 9.349 n.s.

PAN SS合計得点2) 58.91 14.960 65.60 17.653 55.19 15.087 0.0434)

G AF得点 49.26 9.293 52.70 11.414 53.74 8.757 n.s.

LASM I対人関係 15.44 8.050 14.36 9.134 14.47 6.698 n.s.

LASM I労働 14.19 6.115 13.52 6.325 13.76 5.135 n.s.

JART（病前知能） 102.37 9.747 103.77 9.922 101.79 10.412 n.s.

過去１年間の就労日数3) 32.07 66.742 80.75 127.270 50.21 93.422 n.s.

就労もしくは求職活動
に対する動機づけ

3.03 0.468 4.17 1.002 3.35 0.876 0.0005)

男性/女性 n.s.

統合失調症/大うつ病/双極性障害 n.s.

1)帝京・長岡26名、小平・ひだ33名、国府台・仙台34名
2)帝京・長岡22名、小平・ひだ30名、国府台・仙台31名（HAM -Dで評価したものを除いたため）
3)帝京・長岡27名、小平・ひだ32名、国府台・仙台33名
4)小平・ひだ>国府台・仙台
5)小平・ひだ>帝京・長岡、国府台・仙台

14/13 23/10

22/2/3 30/2/1

帝京・長岡 小平・ひだ

(n	 =	 27) (n	 =	 33)(n=94)

29/3/2

F検定/
χ2検定

p値

国府台・仙台

(n	 =	 34)

21/13
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表 8	 支援タイプ別にみる就労者数および就労率	 

	 

	 

	 

	 

表 9	 支援タイプ別にみる離職者数および離職率	 

	 

	 

	 

	 

表 10	 支援タイプ別にみる就労回数、合計就労期間および合計就労日数	 

	 

	 

	 

	 

表 11	 支援タイプ別にみる離職回数	 

	 

	 

	 
	 

度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％

就労あり 5 35.7 2 15.4 8 50.0 5 29.4 17 100.0 4 25.0

就労なし 9 64.3 11 84.6 8 50.0 12 70.6 0 0.0 12 75.0

(n=16)

仲介型のみ群

(n=17)

C R+SE群

帝京・長岡（n=27） 小平・ひだ(n=33)

(n=17)

仲介型のみ群

(n=16)
（n=93）

国府台・仙台(n=33)

C R+SE群

（n=14）

仲介型のみ群

(n=13)

C R+SE群

度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％

離職あり 2 40.0 1 50.00 2 25.00 4 80.00 6 35.3 2 50.0

離職なし 3 60.0 1 50.00 6 75.00 1 20.00 11 64.7 2 50.0

（n=41）

帝京・長岡（n=7） 小平・ひだ(n=13) 国府台・仙台(n=21)

C R+SE群 仲介型のみ群 CR+SE群 仲介型のみ群 CR+SE群 仲介型のみ群

（n=5） (n=2) (n=8) (n=5) (n=17) (n=4)

平均値 (SD ) 平均値 (SD ) 平均値 (SD ) 平均値 (SD ) 平均値 (SD ) 平均値 (SD )

就労回数 0.43 (0.65) 0.31 (0.63) 0.81 (1.28) 0.71 (1.31) 1.06 (0.24) 0.19 (0.40)

合計就労期間 44.64 (81.11) 27.85 (99.80) 92.75 (105.04) 42.41 (79.13) 103.29 (69.97) 29.00 (76.28)

合計就労日数 27.71 (50.81) 20.00 (71.21) 57.13 (62.68) 26.24 (50.38) 57.29 (41.90) 18.13 (47.83)

（n=93）

帝京・長岡（n=27） 小平・ひだ(n=33) 国府台・仙台(n=33)

C R+SE群 仲介型のみ群 CR+SE群 仲介型のみ群 CR+SE群 仲介型のみ群

（n=14） (n=13) (n=16) (n=17) (n=17) (n=16)

平均値 (SD ) 平均値 (SD ) 平均値 (SD ) 平均値 (SD ) 平均値 (SD ) 平均値 (SD )

離職回数 1.00 (0.00) 2.00 - 2.50 (2.12) 2.50 (1.29) 1.17 (0.41) 1.00 (0.00)

(n=2)
（n=17）

帝京・長岡（n=3） 小平・ひだ(n=6) 国府台・仙台(n=8)

C R+SE群 仲介型のみ群 CR+SE群 仲介型のみ群 CR+SE群 仲介型のみ群

（n=2） (n=1) (n=2) (n=4) (n=6)
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厚生労働科学研究費補助金 
難病･がん等の疾患分野の医療の実用化研究事業（精神疾患関係研究分野） 

「地域生活中心」を推進する、地域精神科医療モデル作りとその効果検証に関する研究 
 

重症精神障害者に対する認知機能リハビリテーションと個別援助付き雇

用の 
複合による就労支援研究：サービスコード票を用いたプロセス調査 

 
研究分担者：佐藤さやか 1) 
研究協力者：〇山口創生 1)，下平美智代 1)，種田綾乃 1)，市川健 1)，吉田光爾１) 
研究協力機関：国立精神・神経医療研究センター病院，国立国際医療研究センター国府台病院，

東北福祉大学せんだんホスピタル，帝京大学医学部付属病院，ひだクリニック，

長岡ヘルスケアセンター（長岡病院） 

 
1) 独）国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 社会復帰研究部 

	  

要旨  
本研究は、日本版援助付き雇用における支援タイプ別（医療機関型、連携型、地域事業所型）

のサービス内容やサービス提供時間を把握すること、および就労アウトカムに関連するサービ

ス内容を検証することを目的に、サービスコード票を用いたプロセス調査を行った。サービス

提供時間の検証には、1 対 1 換算のサービス提供時間（実サービス提供時間÷利用者数×スタッ
フ数）を用いた。また、サービス内容は「認知機能リハビリテーション＋ビジネスマナー」、「個

別就労支援」、「個別生活支援」、「集団プログラム」、「その他」の 5 つのカテゴリーに分けて分
析を行った。結果から、支援タイプにおける臨床的不均一性（clinical heterogeneity）が確認さ
れた（16ヵ月間の 1人当りの 1対 1換算のサービス提供時間の合計：医療機関型=3,452分、連
携型=6,509分、地域事業者型=10,887分）。最も就労率（88.2%）の高い地域事業所型のサービ
ス内容から、重度の精神障害を持った人への就労支援には、個別性の高い支援の重要性が示唆

された。また、就労支援の開始時期や就職時期の前後には集中的かつ濃密なサービスが必要で

あると推測された。就労アウトカムとサービス内容の分析では、就労者は就労前と就労中に 1
ヵ月当り平均で 6時間（就労前：約 373分、就労前＋就労中：約 360分）の個別就労支援に関
連するサービスと、1 ヵ月当たり 1.5 時間の個別生活支援に関連するサービス（就労前：約 90
分、就労前＋就労中：約 87分）を受けており、未就労者と比較し有意に多かった。特に個別就
労支援時間の長さは、16ヵ月間の就労の有無（OR=1.04 [95%CIs=1.01 to 1.07], p=0.035）や
就労日数の長さ（Coefficient=0.31 [95%CIs=0.08 to 0.55], p=0.010）と関係していた。他方、
集団プログラムについては、単変量解析と多変量解析の両方で就労アウトカムとの関係は見ら

れなかった。効果的な就労支援を実施するためには、個別かつ時期によって集中的なサービス

を供給できるシステムの展開が重要であり、それを可能にする制度改正へのアプローチが今後

の課題となる。 
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Ａ．研究の背景	 

精神障害者の就労支援は国際的な課題であ

る1,2)。我が国では、障害者雇用促進法の改正

とともに障害者雇用状況が改善されてきた。

特に2005年の同法改正で精神障害者の雇用
が雇用率に算定可能になって以来、精神障害

者の就労者数は大幅に増加している。2012年
度に公共職業安定所（以下、ハローワーク）

を利用した精神障害者における就職件数は

23,861件に達している3)。 
他方、ハローワーク利用者における障害の

程度は不明であり、ハローワークを利用して

就労した人は、自力でハローワークにいける

ぐらい障害が軽い人であった可能性もある。

また、ハローワークにおいて紹介される求人

は、障害者を雇った際に、障害者雇用促進法

の雇用率に算定される週20時間以上の労働を
課す職務内容が多いことから、特に重度の精

神障害を持つ者にとっては、専門家による支

援なしに自身の好みやニーズに合う仕事を見

つけることが容易でないかもしれない。 
就労を希望する精神障害者が利用する障害

者総合支援法の就労移行支援事業所は、利用

者の一般就労（福祉施設内において最低賃金

以下で雇われる等の保護的／福祉的就労では

なく、一般的事業所での雇用）への移行に向

けた支援が機能してないことがめずらしくな

い。厚生労働省による調査では、2010年度に
登録されていた全国972の就労移行支援事業
所のうち、約半分の436施設において、1人の
利用者も一般就労に移行できていないことが

明らかになっている4)。また、近年、精神科デ

イケアでも就労支援への関心が高まっている

が、厚生労働省による2011年度患者調査では、
対象となった患者の84%（n=532）は、デイ
ケアの利用期間が3年を超えており、デイケア
の利用が地域移行や継続的な就労に結びつい

てない可能性を示唆している5)。換言すると、

重度の精神障害を持った人への効果的な就労

支援の普及が大きな課題といえる。 

近年、欧米を中心に重度の精神障害者の就

労に効果的な実践としてエビデンスを蓄積し

ているのは、援助付き雇用である。特に個別

対応とアウトリーチをベースとした就労支援

とケアマネジメントをベースにした生活・医

療支援を統合したIndividual placement and 
support（以下IPS）は、多くの研究でその効
果が実証されている5,6)。日本でもIPSを志向
する援助付き雇用のモデルが、従来型に比べ、

より良い就労アウトカムをもたらすとする知

見が報告されている7)。 
欧米では、援助付き雇用に関するエビデン

スの十分な蓄積から、研究の関心はすでに医

療経済評価や普及のための研究、あるいはプ

ロセス評価に移行している。プロセス調査に

関して、McGuireらは、請求書のデータベー
スからIPS利用者におけるサービス利用回数
（スタッフとのコンタクト回数）を把握し、

濃密な（集中的な）サービスがより良い就労

アウトカムと関係する可能性を指摘している

8)。しかしながら、McGuireらの研究はコンタ
クト回数を指標として使用しており、サービ

ス濃度という意味で、より重要なサービス提

供時間については触れていない。さらに、

2014年3月15日に学術データベース
MEDLINE, PsychINFO, EMBASEで検索し
た結果、国際的に援助付き雇用におけるサー

ビス提供時間を把握した研究はなかった。ま

た、日本においては、援助付き雇用に関する

プロセス調査自体が、現在まで取り組まれて

いない。 
そこで、本研究は、日本版援助付き雇用に

おけるサービス内容を把握することを目的に、

6サイトのスタッフが自身の提供したサービ
スについて、その内容と時間をサービスコー

ド票に記録するプロセス調査を行った。本研

究の具体的な目的を以下に整理する。 

 
1. 日本版援助付き雇用におけるサービス内
容やサービス提供時間を把握し、どのよう
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なサービスに時間が費やされているかを検

証すること 
2. 月ごとのサービス内容とサービス提供時
間の推移を把握し、追跡期間におけるサー

ビスの濃度の変化を検証すること 
3. 研究対象者を就労者と未就労者に分け、両
者の就職前あるいは就労中のサービス提供

時間を比較し、就労アウトカムに関係する

要因を検証すること 
	 

Ｂ．方法	 

1．対象者	 

本研究者の対象者は、認知機能リハビリテ

ーション（以下、認知リハ）と日本版援助付

き雇用の効果を測定する無作為化比較臨床研

究（以下 RCT: Randomised controlled trial）
における参加者のうち、介入群に振り分けら

れた 53名であり、47名が分析対象となった
（脱落率：9.4%）。研究対象者の導入基準や
スクリーニング、選定方法などは RCTに準ず
る（佐藤らのアウトカム評価報告 参照）。 

 
2．支援タイプ  
本研究では、6つの研究協力機関を 3つの

支援タイプに分類した。第 1の支援タイプは、
「医療機関型」である。医療機関型では、精

神科デイケアや精神科クリニックが主たる支

援機関となって、就労支援モデルを構築した。

この支援タイプの特徴は、就労支援を主に提

供するスタッフ（以下 ES）と医療的支援のマ
ネジメントを含めた生活支援を主に提供する

スタッフ（以下 CMer）が、同一の機関に在
籍していることであった。すなわち、医療機

関型では、就労支援と生活および医療支援が

1つの精神科医療機関内で行われた。 
第 2の支援タイプは「連携型」である。精

神科デイケアと、日頃から良好な関係にある

障害者就業・生活支援センター（以下、なか

ぽつ）との綿密な連携を通して、支援を展開

するモデルである。具体的には、精神科デイ

ケアの CMerが参加者に生活および医療支援
（場合によっては就労支援）を提供する一方

で、なかぽつの職員が中心となって就労支援

を行った。 
第 3は、「地域事業所型」である。地域事業

所型では、障害者総合支援法下の就労移行支

援事業所を軸に据えた就労支援モデルを展開

した。この支援タイプの事業所では複数の ES
が所属しており、研究対象者の担当となった

ESが実際の就労支援を行っていた。また、医
療機関の CMerが出向する形で就労移行支援
事業所に滞在し、医療機関との密接な連携を

通して、生活および医療支援を提供した。よ

って、地域事業所型では、就労支援と生活お

よび医療支援が、1つの地域就労支援事業所
で行われた。 

 
3．サービスコード票  
サービスコード票には、日時、支援内容、

支援時間、移動時間、移動に費やした金額、

支援したスタッフの職種、研究参加者と同時

に支援した他のサービス利用者の人数、診療

報酬や障害者自立支援法の報酬枠組みでは請

求できないサービスなどについての情報が含

まれる（詳細は23年度・研究班報告書 参照）。 
支援内容について、サービスコード票には、

プロトコルで規定された「認知リハ」や「ビ

ジネスマナー」のプログラムに関する4項目、
「インテーク」や「プランニング」あるいは

実際の「職場開拓」や「ジョブコーチ」など

就労支援に関する13項目、「ケア会議」や個別
の生活支援（「施設内支援」、「訪問支援」、電

話などでの「非対面の支援」）に関する4項目
など、計22項目が設けられた。デイケアや就
労移行支援事業所などで行われる集団プログ

ラムは、「その他」の項目に記録され、備考欄

に「就労に関係する集団プログラム」（キャリ

ア・デザインやキャリア形成、PCプログラム、
事務などの職業体験）、あるいは「その他の集

団プログラム」（心理教育、レクリエーション
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活動）に分けて記載された（各項目：付録 表
A参照）。 

 
4．手順  
各サイトのスタッフは、研究期間において

初めて研究対象者を支援した日から 16ヵ月
間、個別や集団で彼らを支援した際に、その

支援内容に最も当てはまるサービスコード票

の項目を選択し、支援時間などを記載した。

地域ネットワークの向上を図る定期的な地域

施設のミーティングや、利用者全般のための

職場開拓などの支援は、特定の個人を対象と

したサービスではないため、サービスコード

票に記載されなかった。スタッフによるサー

ビスコード票への記入方法については事前の

研修会を行ったほか、電話やメールで質問に

応対する担当窓口を設けた。 

 
Box.1 1対 1換算のサービス提供時間の計算 

1 対 1 換算のサービス提供時間＝  
実サービス提供時間  ÷ 利用者人数×ｽﾀｯﾌ

人数  
例）デイケアで、2人のスタッフが、30人の

利用者が参加する2時間のSSTプログラ
ムを行った場合： 

1対 1換算のサービス提供時間 = 8（分） 
計算：120（分）÷ 30（利用者）×2（ｽﾀｯﾌ） = 

8（分） 

 
5．分析  
1) 計算式とサービスのカテゴリー  
本研究では、分析対象者 47名の 16ヵ月間

のサービスコード・データから、各サイトの

スタッフが対象者に提供したサービス提供時

間（分）を提示した。サービス提供時間につ

いては、スタッフ 1人が参加者 1人に費やし
た時間を把握するために、「1対 1換算のサー
ビス提供時間」を算出した（Box. 1）。この計
算式では、プロトコルで実施回数が規定され

た認知リハやビジネスマナーのプログラムで

あっても、サイトによって対象者数やスタッ

フ数が異なる場合は、1対 1換算のサービス
提供時間が微妙に変化する。具体的には、よ

り利用者数が少なく、かつスタッフ数が多い

支援やプログラムにおいて、1対 1換算のサ
ービス提供時間が大きくなる。 
また実際の分析の際には、サービスコード

の項目を 5つのカテゴリー（11の下位カテゴ
リー）に分けた；「認知リハとビジネスマナー」、

「個別就労支援」、「個別生活支援」、「集団プ

ログラム」、「その他」（Box. 2）。 

 
Box.2 サービスコードのカテゴリー 

カテゴリー0：認知リハ＋ビジネスマナー 
（プロトコル規定） 

a) 認知リハ 
b) ビジネスマナー 

カテゴリー1：個別就労支援 
a) 就労対面アウトリーチ 
b) 就労対面 
c) 就労非対面 

カテゴリー2：個別生活支援 
a) 生活対面アウトリーチ 
b) 生活対面 
c) 生活非対面 

カテゴリー3：集団プログラム 
a) 就労系プログラム 
b) その他のプログラム 
�要因分析のみで使用 

カテゴリー4：その他 

 
2) 支援タイプ別の支援状況の把握  
各支援タイプにおける支援状況を把握する

ために、支援タイプごとに 16カ月間の 1対 1
換算のサービス提供時間の合計を算出した。

また、サービスコードの各カテゴリー（Box.2）
が 1対 1換算の総サービス提供時間に占める
割合を算出した。次に、各支援タイプにおけ

る 16カ月間のサービス量の推移を把握する
ために、月毎の 1対 1換算のサービス提供時
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間を算出し、支援内容の変化を図示した。 

 
Box.3 就労前の 1ヵ月当りのサービス提供時

間の計算 

就労前の 1 ヵ月当りのサービス提供時間= 
就労前までの 1 対 1 換算のサービス提供
時間÷就職までに要した月数  
例 1） 就労支援開始から 9月目に就職した人

が、合計 200分の支援を受けていた場合： 
計算：200（分）÷8（就職までに要した月）

=25 
就職前の 1ヵ月あたりのサービス提供時間

=25分 

 
例 2） 16ヵ月間、一度も就職していない人が、

合計 160分の支援を受けていた場合： 
計算：120（分）÷16（就職までに要した月）

=10 
就職前の 1ヵ月あたりのサービス提供時間

=10分 

 
3) 就労アウトカムとサービス内容との関
係  
就労アウトカムとサービス内容の検証につ

いて、分析対象者は死亡ケースを抜いた 45
名とした。また、就労アウトカムを計算する

際の就労の定義は、「最低賃金を保障し、保護

的就労（就労継続 A型や特例子会社）ではな
い企業での就職」とした。よって、佐藤らの

アウトカム評価の結果とは異なる。サービス

コード分析において、就労継続 A型や特例子
会社での就職をアウトカムとして扱わない理

由は、保護的就労の場では、各サイトのサー

ビス量と関係なく、利用者が長期間働ける環

境にあるからである。 
本研究では 3つの就労アウトカムについて

のサービス提供時間との関係を検証した。暴

露となるサービス量については、1対 1換算
のサービス提供時間を用いて、個々の研究対

象者に提供したサービス時間を算出した。認

知リハとビジネスマナーは、プロトコルに規

定さており、各サイトで必ず実施される部分

であるため、この分析の変数として扱っては

いない。 
就労状態（16ヵ月間における就労の有無）

とサービス内容の関連については、それぞれ

の対象者が研究期間における最初の就職前に

受けたサービス提供時間を、就職までに要し

た月数で割り、1ヵ月あたりの 1対 1換算の
サービス提供時間を算出した。16ヵ月間で一
度も就労していない人については、16ヵ月間
は常に就労前の状況にあると捉え、16ヵ月間
のサービス提供時間を 16で割った（Box. 3）。
16ヵ月間に、就職した人（就労群）と就職し
ていない人（未就労群）の各カテゴリーと下

位カテゴリーにおける 1ヵ月あたりのサービ
ス提供時間の平均値と中央値を算出し、

Mann-Whitney検定を用いて、平均値の比較
を実施した。また、就労群と未就労群の間で

基本属性の差を χ2検定および t検定を用いて
分析した。さらに、Global assessment of 
functioning （以下 GAF）、動機付け尺度、

Brief assessment of cognition in 
schizophrenia Japanese version（以下
BACS-J）とサービス提供時間について
spearman の相関分析を実施することにより、
機能が高い人やモチベーションの高い人とサ

ービス量との関係を検証した。最後に、就労

状態に関連する要因を検証するため、3つの
サービスカテゴリー（「個別就労支援」、「個別

生活支援」、「集団プログラム」）を独立変数と

し、交絡要因となりうる性別、年齢、GAF、
動機付け、BACS-Jを調整したロジスティッ
ク回帰分析を実施した 8-11)。カテゴリー「そ

の他」の項目は記録されている対象者が極端

に少ないため、独立変数として分析に投入し

なかった。 
次に、就労期間と就労日数とサービス提供

時間の関係については、就労前と就労中の 1
対 1換算のサービス提供時間を、就職前と就
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労中の月数で割り、1ヵ月あたりの 1対 1換
算のサービス提供時間を算出した。16ヵ月の
間に 1度も就職していない対象者における 1
対 1換算のサービス提供時間の計算、単変量
解析の方法は、就労状態の分析と同様である

ため省力する。就労期間や就労日数に関連す

る要因を検証するための分析については、就

労期間や就労日数が非正規分布であるため、

中央値を用いた分位点回帰分析を行った。投

入した独立変数や交絡要因となりうる変数は

ロジスティック回帰分析と同様であった。 
分析の際の統計的有意水準は 5%（両側）に

設定した。すべての分析には、Microsoft Excel 
2010および Stata version 12を用いた。 

 
6．倫理的配慮  
本研究の参加者には、各サイトの担当者が

書面および口頭で研究の趣旨やデータの使用

方法などを説明し、調査への参加の同意を得

た。すべての参加者には、調査への参加に対

する拒否権と途中棄権の権利が確保された。

また、すべての研究参加者から署名付きの同

意書を得た。本研究は、国立精神・神経医療

研究センター倫理委員会の承認を受けている

（No. A2011-024）。 

 
Ｃ．結果	 

1．16 ヵ月間のサービス提供時間  
1) 全体  
分析対象となった 47名の基本属性は、佐藤

らのアウトカム評価報告で紹介されているた

め省力する。16ヵ月間の間に少なくとも 1度
は就労した参加者は、27名であった（就職
率：57.5%）であった。図 1および表 1は、
支援タイプ別に 16ヵ月間の 1対 1換算のサ
ービス提供時間の合計とカテゴリーごとの割

合を示している（実サービス提供時間：付録 
図 A、表 B参照）。6サイト全体では、16ヵ
月間の 1対 1換算のサービス提供時間の合計
は 7,173分であり、プロトコルで規定された

「認知リハ」（18.8%）と「ビジネスマナー」
（5.5%）で約 4分の 1を占めた。また「個別
就労支援」は合計の約半であった（「就労対面

アウトリーチ」［13.7%］、就労対面［16.0%］、
就労非対面［17.9％］）。「個別生活支援」と「集
団プログラム」は、それぞれ約 15％弱であっ
た。 

 
2) 医療機関型  
医療機関型における 1対 1換算のサービス

提供時間の合計は、支援タイプ別では最も少

なく 3,452分であった。各サービスのカテゴ
リーの割合は、全体結果と似ているが、「個別

就労支援」が 4割弱となっていた（「就労対面
アウトリーチ」［5.2%］、就労対面［17.2%］、
就労非対面［19.3％］）。また、医療機関型に
おける就労者は 16名中 7名（43.8%）であっ
た。 

 
3) 連携型  
連携型における 1対 1換算のサービス提供

時間の合計は 6,509分であった。「個別就労支
援」が 3割弱であった（「就労対面アウトリー
チ」［6.6%］、就労対面［10.4%］、就労非対面
［9.8％］）。また、「集団プログラム」が合計
の約 35％を占めているのが特徴であった。 
連携型における就労者は 14名中 5名（35.7%）
であった。 

 
4) 地域事業所型  
地域事業所型における 1対 1換算のサービ

ス提供時間の合計は 10,887分であり、3つの
支援タイプの中で、最も多かった。特に「個

別就労支援」の割合が多いのが特徴であり、

合計の約 6割を占めた（「就労対面アウトリー
チ」［18,8%］、就労対面［18.9%］、就労非対
面［21.5％］）。地域事業所型の就労率は 88.2%
（17名中 15名）であった。 
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2．16 ヵ月間のサービス提供時間の推移  
1) 全体  
それぞれのカテゴリーにおける 1対 1換算

のサービス提供時間は、月日の経過とともに

変化した（月毎のサービス内容・時間の推移

の詳細な数字：付録 表 C-F参照）。全体的な
傾向として 3ヵ月目までは「認知リハ」が全
体の半分を占め、4ヵ目から「ビジネスマナ
ー」や「個別就労支援」、「集団プログラム」

が増加する傾向にあった。他方、生活支援は

16ヵ月間の間で大きく割合を変えずに推移
していた。就労者が徐々に増え始める 8，9
ヵ月目以降は、1対 1換算のサービス提供時
間が減少する傾向にあった（図 2）。 

 
2) 医療機関型  
医療機関型における 16ヵ月間の 1対 1換

算のサービス提供時間の推移は全体の結果と

似ているが、全体結果と比較して、サービス

提供時間の絶対量が少ない。そして、就労者

が研究期間の比較的早い時期にでることから、

「個別就労支援」が 6ヵ月目に増加すること
が特徴であった（図 3）。 

 
3) 連携型  
連携型における 16ヵ月間の 1対 1換算の

サービス提供時間の推移の特徴は、「認知リハ」

の終了後、「個別生活支援」と「集団プログラ

ム」の時間が、研究期間終了までの間、一定

の割合を占めることであった。また「個別就

労支援」に関しては、11ヵ月目に増加してい
た（図 4）。 

 
4) 地域事業所型  
地域事業所型においては、16ヵ月間の 1対

1換算のサービス提供時間の推移についての
特徴がいつかある。まず、研究開始時期から

「認知リハ」と平行して、「個別就労支援」（特

に「就労非対面」）と「個別生活支援」に関す

るサービスが一定の割合で提供されていた。4
ヵ月目から 10ヵ月目までは「個別就労支援」
の割合が非常に多く、特に下位カテゴリー「就

労対面アウトリーチ」が 4分の 1ほどを占め
ていた。そして、11ヵ月目以降は 1対 1換算
のサービス提供時間が急激に減少していた

（図 5）。 

 
3．就労アウトカムと関連するサービス  
1) 基本属性  
分析対象者 45名のうち、男性は 27名

（60.0%）であり、女性 18名（40.0%）であ
った。診断は統合失調症が最も多く、38名
（84.44%）であった。平均年齢は 34.84歳
（sd=7.07）であった。GAF、動機付け、
BACS-Jの平均値は、それぞれ 49.73 
（sd=8.12）、3.37 （sd=0.89）、-1.12 （sd=0.61）
であった（表 2）。就労者と未就労者の間で有
意な差が観測された基本属性はなかった。 

 
2) 就労アウトカム  
表3は分析対象者45名の就労アウトカムを

示している。就労継続 A型や特例子会社を除
くと、45名のうち 27名（60.0%）が 16ヵ月
間で最低 1回は就労を経験していた。平均就
労期間は 123.31日（sd=132.28）であり、平
均就労日数は 75.44日（sd=84.82）であった。 

 
3) 機能とサービス提供時間  

GAFや BACS-J、動機付け尺度の得点と 16
ヵ月間の 1対 1換算のサービス提供時間との
相関分析の結果、GAFと「集団プログラム」
（ρ=0.3020, p<0.05）、その下位尺度「その他
の集団プログラム」（ρ=0.3109, p<0.05）で有
意な相関があった。しかし、他の変数間に有

意な相関はなかった。 

 
4) 就労状態と就労前のサービス提供時間  

16ヵ月間における最初の就労前の 1ヵ月当
りの 1対 1換算のサービス提供時間を就労群
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（n=27）と未就労群（n=18）に分けて検証し
たところ、就労群の「個別就労支援」は 372.56
分（sd=279.82）であり、未就労群（76.72分
［sd=66.98］）より有意に多かった（z=4.425, 
p<0.0001）。「個別就労支援」の下位カテゴリ
ー（「就労対面アウトリーチ」、「就労対面」、

「週路非対面」）においても、未就労群と比べ、

就労群は有意に 1対 1換算のサービス提供時
間が多かった（表 4）。「個別生活支援」にお
いて就労群（89.93分［sd=72.84］）は、未就
労群（49.39分［sd=76.14］）より 1対 1換算
のサービス提供時間が有意に多かった

（z=2.190, p=0.0285）。他方、下位カテゴリ
ーにおいては、「生活対面」のみで有意な差が

観測られた（就労群：67.81分［55.85］、未
就労群：39.72分［68.31］、z=2.283, p=0.0224）。
また、「集団プログラム」に関しては有意な差

は見られなかったが、下位カテゴリーの「就

労プログラム」については、就労群（24.91
分［36.44］）が、未就労群（1.79分［4.18］）
より有意に多かった（z=2.630, p=0.0085）。
一方で、「その他のプログラム」については有

意な差はないが、未就労群のほうが 1対 1換
算のサービス提供時間が長かった（表 4）。 
ロジスティック回帰分析の結果、就労状態

（就労の有無）と関連する要因として、有意

な関係にあった変数は「個別就労支援」

（OR=1.04 [95%CIs=1.01 to 1.07], p=0.035）
のみであった（表 6）。 

 
5) 就労期間・就労日数と就労前・就労中
のサービス提供時間  
就労群と未就労群で、就労前と就労中の 1

対 1 換算のサービス提供時間を比較した結果、
1対 1換算のサービス提供時間に若干の違い
あるが、有意な差があったカテゴリーは上述

の就労前の 1対 1換算のサービス提供時間の
分析結果と全く同一であった（表 5）。 
分位点回帰分析の結果、就労期間と関係す

る変数は抽出されなかったが、「個別就労支援」

（Coefficient=0.38 [95%CIs=-0.01 to 0.77], 
p=0.55）は有意傾向であった（表 7）。就労日
数については、「個別就労支援」

（Coefficient=0.31 [95%CIs=0.08 to 0.55], 
p=0.010）のみが、就労日数に関係する変数と
して観測された（表 8）。 

 
Ｄ．考察	 

本研究は、認知リハと日本版援助付き雇用

を実施する 6つのサイトを 3つの支援タイプ
に分け、サービスコードのデータから 1対 1
換算のサービス提供時間を算出したえうで、

各支援タイプにおける 16ヵ月間の支援内容
やサービス提供時間の特徴を検証した。さら

に、個別のサービスコードのデータから、就

労状態や就労期間、就労日数に関連する要因

を分析した。 

 
1．支援タイプとサービス内容  

16ヵ月間の 1対 1換算のサービス提供時間
の合計や月毎の推移から、支援タイプによっ

て、合計のサービス提供時間、時間を費やす

サービスの種類、月毎のサービス内容につい

ては大きな違いがあった。1対 1換算のサー
ビス提供時間の長かった地域事業所型の高い

就労率（88.2%）を考慮すると、重い障害を
持った人に対する就労支援には、集中的な個

別サービスを提供する必要があると考えられ

る。実際、地域事業所型は「認知機能リハ」

や「集団プログラム」の割合が他の支援タイ

プより少なく、「個別就労支援」が非常に多い。 
他方、連携型における 1対 1換算のサービ

ス提供時間の合計は、医療機関型と比べ長い

反面、就労率は低い。これには 3つの要因が
考えられる。第 1に、連携型では「認知リハ」
や「集団プログラム」の割合が多く、「個別支

援時間」は医療機関型と大差がないことがあ

げられる。第 2に、医療機関型において、ES
と CMer が同一機関に在籍していることから、
両者の連携が容易であり、効率的な就労支援
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ができたかもしれない。第 3に、本研究にお
ける医療機関型の ESは就労支援に顕著な経
験を有しており、多くの時間をかけなくても

対象者を就労に結びつけることができたかも

しれない。 
いずれにしても、3つの支援タイプ間で、

臨床的不均一性（clinical heterogeneity）が
確認された。この臨床的不均一性の発生につ

いては複数の理由があると思われる。まず、

地域事業所型における 2サイトはもともと就
労支援を専門として行ってきた機関であるこ

とや、ESが複数名いること、CMerが常に同
機関に滞在していることが、1対 1換算のサ
ービス提供時間の長さと関係しているかもし

れない。 
他方、医療機関型や連携型における比較的

少ない 1対 1換算のサービス提供時間は、ES
の不在や人員不足が関係しているかもしれな

い。あるいは医療機関における絶対的なマン

パワー不足が関係しているかもしれない。た

とえば、1対 1換算のサービス提供時間の合
計が最も少なかった医療機関型におけるサイ

トの 1つは精神科デイケアを主機関としてい
るが、1日平均来所者数は約 65人であり、登
録者数は 300名を超える。つまり、各 ESや
CMerが担当するケースロード数が膨大にな
り、個別に対応できる時間の確保が難しいか

もしれない。すなわち、現在の医療機関にお

ける利用者数に対する職員配置の限界が原因

にあるかもしれない。また、現在の診療報酬

制度では、デイケアスタッフが事業所外に出

て行う支援は報酬の対象とならない。そのた

め、デイケアを主機関とするサイトのスタッ

フにとっては、日常業務を遂行するなかで、

頻繁なアウトリーチ活動が求められる就労支

援がしづらいというジレンマがあったかもし

れない。 

 
2．サービス密度（ intensity）  

16ヵ月の 1対 1換算のサービス提供時間の

推移をみると、サービス密度の重要性が示唆

された。具体的には、認知リハ後の具体的な

就労支援を始める時期と対象者が就労を開始

する時期に集中的なサービスを提供する必要

があったと推測される。就労支援初期と就職

前後の濃密なサービスの重要性 12,13)や就労期

間との関係 8)は米国の先行研究でも指摘され

ており、日本の援助付き雇用でもその重要性

が実証されたと考えられる。また、地域事業

所型の例をみると、認知リハ時期に認知リハ

だけを行うのではなく、平行してアセスメン

トなどの個別就労支援および個別生活支援を

行うことが、重要であると推察される。 

 
3．就労アウトカムと基本属性および関連
するサービス  

1) 就労アウトカムと基本属性  
就労者と未就労者の基本属性を比較したと

ころ、各基本属性の項目に有意な差は見られ

なかった。また、多変量解析の結果でも、基

本属性は就労アウトカムに関係していなかっ

た。過去の研究では、機能、認知機能、動機

付けなどは、就労の可否や就労期間に関わる

可能性を示していたが 8-11)、本研究において

就労アウトカムと基本属性との間に関係はな

かった。認知機能に関しては、認知リハによ

る認知機能の向上が影響しているかもしれな

い 14-16)。あるいは適切な援助付き雇用のもと

では、機能や認知機能、動機付けなど程度に

関係なく就労できる可能性を示しているのか

もしれない。他方、研究プロトコルにおいて

認知機能が低い人が対象となっているので、

もともと認知機能に関して個々のばらつきが

少なかった影響もあると推測される。 

 
2) 機能とサービスの利用状況  
次に、障害の重い人や動機付けの高い人が

多くのサービスを受けた可能性について言及

する。GAFや BACS-J、動機付け尺度と各カ
テゴリーおよび下位カテゴリーの 1対 1換算
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のサービス提供時間との関係にいて、

spearmanの相関分析を行ったが、GAFと「集
団プログラム」を除き、有意な関係がなかっ

た。これは、サービスを受けやすい人だけが

多くのサービスを受けて就労に結びついた可

能性を否定する 1つのエビエンスになると示
唆される。前述したとおり、1対 1換算のサ
ービス提供時間が多い地域事業所型のサイト

では、ほぼ全員が就労している（就労しなか

った 2名は就労継続 A型と特例子会社を利
用）。よって、サービス提供時間の個人間の格

差は、特定の人だけが就労支援を多く受けた

という可能性より、利用した機関による影響

が大きいと考えられる。 

 
3) 就労アウトカムと関係するサービス  

16ヵ月間の就労状態（就労の有無）や就労
期間、就労日数とサービス内容の関連につい

て、就労した利用者は、就労前あるいは就労

中に受けた「個別就労支援」、「個別生活支援」

のサービス量（1対 1換算のサービス提供時
間）が有意に多かった。具体的には、就労者

は「個別就労支援」については月当り約 6時
間（就労前：約 373分、就労前＋就労中：約
360分）、「個別生活支援」については、月当
り約 1.5時間（就労前：約 90分、就労前＋就
労中：約 87分）のサービスを受けていた。こ
の結果から、本研究の対象となった重度の精

神障害を持った人の就労支援には、個別の手

厚い支援が必要になると示唆された。他方、

「集団プログラム」、特に就労に直接関係しな

い「その他のプログラム」については、就労

していない人が多かったことから、デイケア

などで頻繁に行われる集団プログラムにおけ

る就労アウトカムへの効果は疑問が残る。 
また、基本属性や交絡要因を調整した多変

量解析の結果では、就労状態や就労日数の長

さに関係するのは、「個別就労支援」の時間の

長さのみであった。就労アウトカムの向上の

ためには、生活支援や集団プログラムという

従来の支援の枠を超えて、個別の就労支援に

より多くの時間を費やすことを念頭にしたサ

ービス供給システムを展開させる必要性があ

ると示唆された。 

 
4．研究の限界  
本研究には、いくつかの限界がある。まず、

サービスコードの分析は、それぞれの支援に

費やされた時間を提示できるが、支援の質は

評価できない。たとえば、あるスタッフが利

用者のストレングスを意識したインテーク面

接を 30分しても、他のスタッフが過去の職業
経験だけを聞く 30分のインテーク面接をし
ても、サービスコード上の結果は同じ 30分と
なる。また、サービスコード調査は現場スタ

ッフの記載に頼る調査手法である。実際には

サービスを提供したにもかかわらず、何らか

の理由により、スタッフがそのサービスを記

載しなかった場合、そのようなサービスはデ

ータには反映されない。 
本研究は一定期間のクロスセクショナル調

査である。よって、変数間の因果関係を明確

にすることはできない。また、本研究では、

支援タイプあるいはサイト別の臨床的不均一

性を認めたが、サイト間の就労者の極端な偏

りなどから、多変量解析の際にクラスタリン

グ・エフェクト（clustering effect）を調整し
た分析ができなかった。 

 
Ｅ．結論	 

本研究の知見から、重度の精神障害を持っ

た人への就労支援には、個別性の高い支援の

重要性が示唆された。また、就労支援の開始

時期や就職時期の前後には集中的かつ濃密な

サービスが必要であると推測される。他方、

支援タイプにおける臨床的不均一性が見られ

た。これには現在の診療報酬制度なども関係

していると思われる。 
就労者は就労前と就労中に 1ヵ月当り平均

で約 6時間の個別就労支援に関連するサービ
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スと約 1.5時間の個別生活支援に関連するサ
ービスを受けていた。特に個別の就労支援の

サービス量は就労状態や就労日数などの就労

アウトカムに大きく関係すると考えられる。

他方、集団プログラムに関する効果は限定的

であり、就労アウトカムとの関係は見られな

かった。すなわち、効果的な就労支援を実施

するためには、個別かつ時期によって集中的

なサービスを供給できるシステムを展開する

ことが重要になる。また、医療機関（特に精

神科デイケア）における就労支援員の配置、

個別支援やアウトリーチの実施を可能にする

制度改正へのアプローチが今後の課題となる。 
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難病･がん等の疾患分野の医療の実用化研究事業（精神疾患関係研究分野） 

「地域生活中心」を推進する、地域精神科医療モデル作りとその効果検証に関する研究 
 

重症精神障害者に対する認知機能リハビリテーションと個別援助付き雇

用の 
複合による就労支援研究：医療経済評価 

 
研究分担者：泉田信行 1) 
研究協力者：〇山口創生 2)，佐藤さやか 2)，古家美穂 2)，下平美智代 2)，吉田光爾 2) 

研究協力機関：国立精神・神経医療研究センター病院，国立国際医療研究センター国府台病院， 
東北福祉大学せんだんホスピタル，帝京大学医学部付属病院，ひだクリニック， 
長岡ヘルスケアセンター（長岡病院） 

 
1) 国立社会保障・人口問題研究所 社会保障応用分析研究部 
2) 独）国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 社会復帰研究部 

 

要旨  
本研究の目的は、認知機能リハビリテーションと援助付き雇用（介入群）のコストと仲介型

ケアマネジメントによる就労支援（対照群）のコストを比較し、費用対効果を検証することで

あった。分析対象者は 92名（介入群：45名、対照群：47名）であった。就労やコストに関係
するデータは、レセプトや日本版クライエントサービス受給票、サービスコード票、職場開拓

記録票、アウトカム・モニタリングシートなどから収集した。研究の結果、介入群の就労者数

（n=30）は対照群の就労者数（n=12）より有意に多かった（χ2=15.678, p<0.001）。また、平
均就労期間についても、介入群（85.9日, [sd=88.5日]）が対照群（33.0 ,[sd=82.1日]）より長
い結果となった（z=3.857, p<0.001）。コストに関して、対照群の 12カ月間の合計コスト（174
万 7,533円,[sd=158万 4,114円]）と比較し、介入群の合計コスト（180万 1,255円,[sd=109万
9,031円]）はごくわずかに上回る結果となった。他方、介入群と対照群における積み上げコス
トの特徴は異なった。介入群では所得保障費（64万 654円, [sd=61万 6,173円]）が高く、福祉・
公的サービス費（42万 6,142円, [sd=48万 8,183円]）やデイケア費は、認知リハや就労支援が
活発化する中盤までに多くのコストが費やされ、終盤には減少する傾向があった。対照群にお

いては、福祉・公的サービス費（49万 826円, [sd=60万 4,149円]）が 12カ月継続して一定の
割合占めたほか、入院医療費（43万 7,713円,[sd=121万 4,728円]）が全体のコストを押し上げ
る形となった。費用対効果分析につて、本研究における incremental cost effectiveness ratio
（ICER）は 1,015円（365日分を仮定すると、約 37万円）であった。英国やWorld health 
organizationの基準（約 340万円～約 510万円以下で費用対効果あり）を参考にすると、認知
機能リハビリテーションと援助付き雇用は、日本の従来型の就労支援と比較して、費用対効果

が高い実践と判断できる。 
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Ａ．研究の背景	 

精神障害者の就労支援は国際的な関心であ

る 1,2)。近年、精神障障害者に対する効果的な

就労支援として、援助付き雇用が急速にエビ

デンスを蓄積しており 3)、特に米国で開発さ

れた individual placement and supportモデ
ル（以下、IPS）は、重い精神障害者を持っ
た人に対する有用な就労支援として、国際的

な注目を集めている 4-6)。加えて、認知機能リ

ハビリテーション（以下、認知リハ）は、援

助付き雇用や IPSとの組み合わせることによ
って、就労アウトカムの劇的な改善を図ると

報告されている 7)。欧米では、援助付き雇用

や IPSに関する研究は、アウトカム評価から
医療経済評価やその普及のための研究のステ

ージに移行している 8)。しかしながら、

Kinoshitaらの Cochrane reviewでも指摘さ
れているとおり、援助付き雇用や IPSの医療
経済評価は、国際的に広く取り組まれている

研究ではない 3)。特に、認知リハと援助付き

雇用をセットにした実践における医療経済評

価は、現在まで行われていない。また、過去

の援助付き雇用の医療経済評価の多くが、医

療費や福祉サービス費に関するデータのみに

着目しており、社会保障を含めたコストの分

析は稀である。 
よって、本研究の目的（aim）は、社会の

視点から、認知リハ＋援助付き雇用と従来型

の支援（仲介型ケアマネジメント）にかかる

医療費、福祉サービス費、そして所得保障費

を含めたコストから、両者を比較する医療経

済評価を実施することであった。本研究のよ

り具体的な目的（objectives）は、下記の 3点
であった。 

 
1. 認知リハと援助付き雇用、および仲介型ケ
アマネジメントによる就労支援（従来型）

にかかるコストを経時的に把握すること 
2. 認知リハと援助付き雇用、および仲介型ケ
アマネジメントによる就労支援（従来型）

の12カ月間の1人当りの総コストを把握す
ること 

3. 認知リハと援助付き雇用と、仲介型ケアマ
ネジメントによる就労支援（従来型）を比

較し、費用対効果を検証すること 

 
Ｂ．研究方法	 

1. 対象者  
本研究は、認知リハと援助付き雇用の効果

を検証する無作為化比較臨床試験（以下、

RCT: randomised controlled trial）の一環で
ある。従って、対象者の選定のプロセス、無

作為割り付けの方法およびサンプルサイズの

決定は、アウトカム評価の報告と同様である

（佐藤らのアウトカム評価報告を参照）。最終

的に同意撤回の 10 名と死亡 2 名を抜かした
92 名が分析の対象となった。45 名が介入群
（認知リハ＋援助付き雇用）であり、47名が
対照群（仲介型ケアマネジメントによる就労

支援＝従来型）であった。 

 
2. アウトカム・データの測定  
基本属性については、インテークシートに

て情報を収集した。本研究の就労アウトカム

（就労の有無、就労期間、就労日数）につい

ては、6 サイトのスタッフが月毎に報告する
アウトカム・モニタリングシートおよび日本

版クライエントサービス受給票（以下、

CSRI-J: Client Service Receipt Inventory – 
Japanese version）9)を用いてデータを収集し

た。なお、本稿における就労とは最低賃金以

上の給与が支払われる職場に就いたことを指

す。 

 
3. コスト・データの測定と代入値  
本研究は、社会の視点にたち、コスト・デ

ータを収集した。薬剤費とデイケアなどを含

む外来医療費および入院医療費は、カルテ・

データをもとにした。主治医のいない精神科

治療費に関しては、CSRI-Jを用いた。福祉サ
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ービス費、市町村自治体や公共職業安定所（以

下、ハローワーク）等の公的サービス、およ

び所得保障についてのデータは CSRI-J にて
収集した。また、各機関において援助付き雇

用を実践する際、現在の制度では診療報酬や

総合支援法の報酬単価を申請できず、持ち出

し（赤字）となるサービスについては、サー

ビスコード票および職場開拓記録票からデー

タを把握した。 
次に、カルテ・データ以外の代入値をまと

める。主治医のいない医療機関における医療

サービス（デイケアや訪問看護、入院等）に

ついては、現在の診療報酬制度と照らし合わ

せて、当てはまるサービスの診療報酬を代入

した 10)。障害者総合支援法における福祉サー

ビスは、同法に基づいて当てはまる報酬単価

を代入し 11)、加算部分については、東京都の

障害者総合支援法下のサービスを提供する事

業所の半数が申請する加算額の平均値を代入

した 12)。地域生活支援センターについては、

きょうされんが報告した利用者 1 人当りの 1
ヵ月の平均運営費を月当りの稼働日数（20日）
と１日の稼働時間（8 時間）で割り、時間あ
たりの費用を算出し、利用時間に応じて代入

した 13)。国や都道府県、市町村が委託するそ

の他の事業（例：障害者就業・生活支援セン

ター、就労支援センター、市町村独自のグル

ープホーム）などには、類似する障害者総合

支援法下のサービス報酬単価を代入した。公

的サービスについては、人事院が発表する公

務員の年齢および給与表から、公務員の時給

を換算し、利用時間に応じて代入した 14)。 
サービスコード票および職場開拓記録票か

ら得た赤字部分のデータについては、医療機

関と地域事業所で計算方式が異なる。医療機

関について、施設内支援では、サービスコー

ド票に記載されたサービス提供時間が 3 時間
以内のサービスについてはショートケアのコ

ストを代入し、3 時間 1 分を超えるものにつ
いては、デイケアのコストを代入した。施設

外支援には精神訪問看護のコストを代入した。

また、職場開拓記録票に記されたサービスは

個別ではなく、機関の利用者全員に対するサ

ービスであるため、上述の代入値をそれぞれ

就労支援登録者数で割った値を代入した。た

だし、施設外支援における 3時間 1分以上を
超えるサービスについては、精神科訪問看護

の診療報酬単価を 2 倍し、就労支援登録者数
で割った値を代入した。地域事業所（就労移

行支援事業所やなかぽつ）については、時間

外支援については、加算をあわせた報酬単価

を 1 日の稼働時間（8 時間）で割り、時間当
りのコストを算出し、時間外支援が提供され

た時間にあわせて代入した。また、利用期限

を持つ就労移行支援事業所では、研究対象者

が就労した場合、契約を打ち切って、持ち出

しでサービスを提供する場合は珍しくない。

そのような場合には、時間に関係なく、利用

者が事業所を利用した回数やスタッフが職場

訪問をした回数にあわせて、就労移行支援事

業所の報酬単価を代入した。 

 
4. マスキング  
本研究の就労に関するアウトカムは、各機

関のケースマネージャーおよび就労支援員の

定期記録（アウトカム・モニタリングシート）

にて収集したため、マスキングはされなかっ

た。また、利用者と精神保健福祉サービスの

ことをよく知っているスタッフが、CSRI-J
の測定をすることで信頼性があがるとする過

去の知見から 9,15)、CSRI-Jについてもマスキ
ングはされなかった。しかし、全コストの約

半分の割合を占めるカルテデータ（医療費）

については、仮説と割り付けを隠された調査

員によって収集された。 

 
5. 分析  
1) 基本属性および就労アウトカム  
死亡ケースを除いた場合の初回調査におけ

る基本属性の確認と就労アウトカム（就労率
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や就労期間など）について、両群の比較を行

った。統計分析には χ2検定、t 検定あるいは
Mann-Whitney検定を用いた。統計的有意水
準は、5%に設定した。 

 
2) 月別のコスト  
レセプト、CSRI-Jなどから、各月における

一人当たりの所得保障のコスト、総合支援法

下のサービスコスト、医療コストなどを算出

した。次に、コストの推移について図示した。 

 
3) 12 カ月間の合計コスト  

1人あたりの 12カ月の合計コストを算出し、
各カテゴリーに χ2検定と Mann-Whitney検
定を用いて比較した。 

 
Box.1 CERと ICERの計算式 

1. 費用効果比  
（CER: Cost-effectiveness ratio） 
＝コストの平均／アウトカムの平均 
※本研究の場合、就労 1日あたりのコスト 

 
2. 増分費用効果比  
（ ICER: Incremental cost-effectiveness 

ratio） 
＝（介入群コスト平均－対照群コスト平均）

／（介入群アウトカム平均－対照群アウトカ

ム平均） 
※対照群と比較して、アウトカムが 1 日改善
された（ここでは就労が 1 日伸びた）分の増
加コスト 

 
4) 費用対効果 
両群における費用効果比（以下 CER: 

Cost-effectiveness ratio）を算出した。さら
に、増分費用効果比（以下 ICER: Incremental 
cost-effectiveness ratio）を算出して、費用対
効果を模索した（Box.1）。ICER の結果は
Cost-effectiveness planeを利用して図示した。 
5) 統計ソフト 

すべての分析は、Ms Excel 2010、Ms Excel 
2013、そして Stata version. 12を用いて、実
施された。 

 
6. 不確実性の扱い  
不確実性については、赤字部分の代入値を

変化させた合計コストを用いて、CERおよび
ICERの再計算をすることで対応した。具体
的には、CSRI-Jやサービスコード、職場開拓
記録表で把握した赤字（持ち出し）となった

サービスについて、上述のように対応するサ

ービス単価を当てはめるのではなく、1回の
利用につき（利用時間は考慮しない）、15,000
円あるいは 2,000円を一律に代入した。対応
するサービス単価を当てはめた場合、ほとん

どのサービスが約 3,000円から約 10,000円の
間であった。そこで、不確実性を扱う分析の

際には、区切りの良い数字として 15,000円と
2,000円という値を選択した。 

 
7. 倫理的配慮  
本研究の参加者には、各サイトの担当者が

書面および口頭で研究の趣旨やデータの使用

方法などを説明し、調査への参加の同意を得

た。すべての参加者には、調査への参加に対

する拒否権と途中棄権の権利が確保された。

また、すべての研究参加者から署名付きの同

意書を得た。本研究は、国立精神・神経医療

研究センター倫理委員会の承認を受けている

（No. A2011-024）。 

 
Ｃ．結果 
本稿の結果は、死亡事例（2名）を抜いて

いるため、佐藤らのアウトカム評価報告の結

果と多少異なる可能性がある。 

 
1. 基本属性  
参加者 92名のうち、男性は 57名（61.9%）

でった（介入群 27 名、対照群 30 名）。診断
名が統合失調症である人は、介入群が 38 名
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（84.4%）、対照群が 41名（87.2%）であった。
平均年齢は、介入群で 34.5 歳（sd=6.8 歳）
であり、対照群で 34.8 歳（sd=7.1 歳）であ
った。また、初回調査時から振り返って、過

去1年に30日以上の就労経験を持つ対象者の
割合は、両群ともに約 30%であった。 
継続的なコストがかかる年金や生活保護、

宿泊型サービスの利用者数について、介入群

における年金受給者数（25 名）、生活保護受
給者数（7名）、そして宿泊型のサービス利用
者数（6 名）は対照群より多かったが、統計
的に有意な差ではなかった。 

Global Assessment of Functioning（GAF）
を除き（介入群：49.7 [sd=8.1])、対照群：54.4 
[sd=11.2], t=-2.288, p=0.025）、初回調査時の
心理尺度等の得点に有意な差はなかった（表

1, 2）。 

 
2. 就労および臨床アウトカム  
介入群における研究期間内の就労者は 30

名（66.7%）であった一方で、対照群は 12名
（25.5%）であった（χ2=15.678, p<0.001）。
両群の就労者のうち、それぞれ 3名（計 6名）
は就労継続 A型や特例子会社に就職した。他
方、研究期間中の入院者数については、介入

群が 3名であるのに対し、対照群が 8名であ
った（表 3）。 
介入群の対象者における研究期間中の就労

期間（85.9日 [sd=88.5日]）と就労日数（50.6
日 [sd=53.1日]）は、対照群の就労期間（33.0
日  [sd=82.1 日 ]）と就労日数（ 21.2 日 
[sd=54.5日]）と比較して有意に多かった（就
労期間：z=3.857, p<0.001、就労日数：z=3.815, 
p<0.001）。収入額についても、介入群で有意
に高い傾向となった（介入群：18万 8,281円 
[sd=22万 4,759円]、対照群：13万 1,259円 
[sd=28万 1,512円]、z=2.302, p=0.021）。他
方、病気による損失額について両群に有意な

差はなかった（表 4）。 

 

3. コスト・データ  
1) コストの経時的推移  
表 5,6 および図 1,2 は、それぞれの群にお

ける月別の 1 人当りのコストである。各群の
所得保障費、宿泊サービス費、外来医療費に

ついては、12ヵ月の間で大きな変化はない。 
介入群におけるデイケア費は、総合支援法

下のサービス費は、認知リハが行われていた

最初の時期で比較的高い金額が費やされてい

た。デイケアについては、9 ヵ月目以降は 1
人当りのコストが 1 万円を下回る額となって
いた。総合支援法下のサービス費では 5 ヵ月
目から 7 ヵ月目に高い金額が費やされていた。
調査時期中旬にコストが高くなる傾向は、相

談・就労・公的サービス費（総合支援法以外

の社会サービス費）においても見られた。ま

た、赤字（持ち出し）部分のコストは 5 ヵ月
目以降に増加する傾向があった。なお、認知

リハにかかった費用は、おおよそ 1人当り 20
万円であり、相談や就労に関わる全支援コス

トの 3割以上を占めた（表 7）。 
対照群では、総合支援法下のサービス費に

ついて、5 ヵ月目以降に高くなる傾向にあっ
た。また、対照群では入院者がでる 2 ヵ月目
から入院医療費が浮上し、以降は 7 ヵ月目と
12ヵ月目を除く、すべての月で 1人当り 3万
円以上の入院医療費が計上されていた。 

 
2) 12 ヵ月間のコストの比較  
介入群における12ヵ月間の1人当りの合計

コストは 180 万 1,255 円（sd=109 万 9,031
円）であり、対照群では 174 万 7,533 円
（sd=158万 4,114円）であった。所得保障費
については、介入群（64 万 0654 円, [sd=61
万6,173円]）が、対照群（43万4,573円, [sd=57
万 1,865円]）より有意に高かった（z=2.234, 
p=0.026）。そこで、所得保障費を除いた 12
ヵ月間の合計コストを算出すると、介入群の

コスト（116万 0601円, [sd=75万 9,642円]）
が対照群（131万 2,960円, [sd=134万 2,316
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円]）より安くなる結果となった。 
福祉・公的サービス（社会サービス）では、

介入群（42万 6,142円, [sd=48万 8,183円]）
と比較し、対照群（49万 0826円, [sd=60万
4,149 円]）が高かった。特に、総合支援法以
外のサービス（「相談・就労・公的サービス」）

で対照群（10万 1,977円, [sd=11万 3,909円]）
が、介入群（4万 7,983, [sd=11万 6,532円]）
より有意に高かった（z=-4.918, p<0.001）。 
医療費についても、介入群のコスト（65万

1,674円, [sd=60万 8,962円]）よりも対照群
のコスト（82万2134円, [sd=128万7,593円]）
が高い結果となった。対照群でコストが高く

なった要因は入院医療費であり、介入群で 6
万 6,715 円（sd=32 万 9,385 円）に対し、対
照群では 43万 7,713円（sd=121万 4,728円）
であった。 
赤字（持ち出し）部分については、介入群

のみで測定したこともあり、介入群のコスト

（8万 2,785円, [sd=8万 2,546円]）が対照群
より高かった（z=8.719, p<0.001）。 

 
3) 費用対効果  
費用対効果については、就労期間（日／週）

と就労日数について算出した（表 9）。3 つの
指標について大きな差はないことから、就労

期間（日）について記述する。介入群におけ

る 12ヵ月間の 1日当りの就労コスト、つまり
就労期間（日）の CER は 2 万 972 円であっ
た。他方、対照群の CER は 5 万 3,024 円で
あった。また、ICER（1日就労期間が増える
分の増分コスト）は 1,015 円であった。不確
実性の検証のために、設定した赤字（持ち出

し）部分の ICERについては、15,000円の設
定では 2,883円、2,000円の設定では 50円で
あった。これらを Cost effectiveness planeで
図示すると、効果があり、コストが高い領域

に位置した（図 3,4）。 

 
 

Ｄ．考察	 

本研究は、認知リハと援助付き雇用にかか

るコストおよび費用対効果を検証した。以下

に、介入群と対照群のコストの積み上げ方の

特徴と費用対効果について考察をする。 

 
1. 介入群におけるコストの推移と合計コ
ストの特徴  
介入群におけるコストの積み上げの特徴と

して、対照群と比較し、所得保障費が高い点

があげられる。実際、所得保障費を除外した

サービス費の合計コストでは、介入群のコス

トが対照群のコストより低い額となった。純

粋なサービスコストとして考えるなら、それ

だけで介入群（認知リハと援助付き雇用）が、

対照群（仲介型ケアマネジメントによる就労

支援）よりも費用効果が高いと推測できるか

もしれない。しかしながら、年金や生活保護

は当事者の生活の安定にとって大きな意味を

持つ 16)。対照群と比べ、介入群では就労者数

が多かったが、年金や生活保護の受給者数も

多かった。対象者が安定して就職活動をでき

た理由の 1 つは、年金や生活保護の受給によ
り生活の日々の生活が経済的に追い込まれて

いなかったからかもしれない。よって、所得

保障を考慮したうえでの費用対効果を検証す

ることに意味があり、妥当と考えられる。 
国際的に援助付き付き雇用の効果について

のエビデンスは十分に蓄積されていることか

ら、研究の関心は精神障害者の雇用と所得保

障の関係など実際の運用に関したテーマに移

行している 17,18)。本研究においては、研究開

始時期から、対照群より介入群で所得保障を

利用している対象者数が多かったが、それ以

外にも介入群の所得保障費の積み上げコスト

が多くなった理由がある。介入群の対象者の

6 割以上が就労したにもかかわらず、月ごと
の所得保障費には大きな変化は観察されなか

った。各サイトのケースマネージャーや就労

支援員が対象者の就労後も所得保障の減額が
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ないように調整した結果とも考えられる。他

方、対象者が所得保障を不要とするだけの収

入を得られなかったという事実もうかがえる。

逆に、対照群の参加者は、研究期間内に所得

保障を容易に利用できなかった可能性や、家

族から経済的な援助によって生活していた可

能性もある。これらの状況は介入群における

高い所得保障費と関連していると示唆される。 
また、介入群における福祉・公的サービス

費およびデイケア費の特徴は、研究開始から

就職支援が活発な中盤までに多くのコストが

費やされた点である。特に 4 ヵ月目までは、
認知リハが行われている期間であったことが

影響していると示唆される。本研究では、プ

ロトコルにおいて、認知リハの期間中は就労

に直結する支援ができない規定があったが、

実際の臨床場面では、認知リハをしながら就

労支援を開始すると予想され、実際の場面で

の運用の際にはこれらのコストは下がるもの

と予想される。 
赤字（持ち出し）部分については、対象者

の多くが就労した中盤以降に増加する傾向に

あった。これは就労前後にアウトリーチの機

会が増えるにもかかわらず、現行の診療報酬

制度ではデイケアスタッフのアウトリーチ活

動に対して報酬がないことや、利用期限があ

る就労移行支援事業所は対象者が就労した場

合に契約を打ち切り、その後のサービスは持

ち出しになっている現状が反映されたものと

推察される。 

 
2. 対照群におけるコストの推移と合計コ
ストの特徴  
対照群におけるコストの特徴は、総合福祉

法下のサービス費およびそれ以外の福祉・就

労・公的サービス費が多かったことである。

これに関しては、各サイトの対照群のケアマ

ネージャーによる調整先が、トレーニング型

あるいは継続的な通所を前提とした生活や就

労支援機関（一部の就労移行支援事業所や就

労継続 B型、地域活動支援センター、委託訓
練施設）などであったため、対象者の一部が

長期間にわたって高頻度で支援機関を利用し

たことが影響していると推測される。仲介型

ケアマネジメントでは、具体的な支援計画は

調整先の機関が立てることが多く、調整先の

機関の支援・経営方針によって、トレーニン

グを提供する期間が決められる。そのためト

レーニング・通所期間が長期化し、コストが

積み上げられたと予想される。 
また、対照群においては、ケアマネージャ

ーと就労支援員が一緒の機関にいないことか

ら、対象者が就業生活・支援センター、就労

移行支援事業所、市町村独自の就労支援セン

ターなど複数の就労支援機関を利用する人が

おり、各機関でアセスメントや支援計画を立

てるために、利用回数が増えた可能性もある。 
対照群のコストとしての特徴として最も顕

著だったのは、入院医療費であった。対照群

の入院した対象者は 8 名であったが、一人当
たりの合計コストでは、全体の 4分の 1を占
める。就労という挑戦をする場合には、対象

者が心理的に揺らぐ場面がある。その揺れを

支援しきれず、入院に至ると最終的にコスト

の側面でも負担が大きくなると示唆された。 

 
3. 費用対効果  

Cost effectiveness planeにおける ICERの
座標は、臨床的効果はあるが、コストが高い

領域に位置した。この領域に ICER が位置す
る場合、ICER の値をどのように考えるかが
重要になる。 
費用対効果の判断における ICER の値につ

いて、日本では閾値が設定されていない 19,20)。

他方、英国の NICE ガイドラインでは、

Quality Adjusted Life Years（QALY）を基
準指標としているが、費用対効果がある実践

の ICER の閾値は、2 万ポンドから 3 万ポン
ド（340万円～510万円）とされている（2014
年 3月 10日現在：1ポンド = 170円）21-23)。
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また、世界保健機関（以下、WHO: world 
health organization）のCHOICE (CHOosing 

Interventions that are Cost-Effective) 
project は、GDPを基盤にした ICERの閾値
を算出している 24)。WHO-CHOICEは北米に
おける ICERの基準値として、約 4万ドル（約
400 万円）をあげている。すなわち、ある実
践における ICERの値が 4万ドル（400万円）
以下であった場合、その実践は費用対効果が

非常に高いと判断できると提案されている

（2014年 3月 10日現在：1ドル = 100円）。 
上述の英国やWHOの ICERの例は、基本

的には 1 年あるいはそれ以上の追跡期間を持
った研究における ICER の閾値についての議
論である。本研究における ICER は、就労が
1 日増える分のコストの平均的な増加額を指
している。そこで、本研究の結果から得た

ICER（1,015 円）に 365（1 年の日数）を掛
け、就労期間が 1年伸びた場合の ICERを仮
定すると、37万 475円となる。英国やWHO
の基準を参考にすれば、本研究における認知

リハと援助付き雇用は十分に費用対効果が高

いと実践と考えられる。 
不確実性の検証においても、認知リハと援

助付き効果についての費用対効果の優位性は

変わらない。赤字部分の代入値を 15,000円と
2,000 円に設定した検証でも、ICER（2,883
円、50円）に 365を掛けた値は、それぞれ約
105 万円と 1.8 万円である。特に、赤字部分
を高く見積もった 15,000 円の設定において
も、その ICERは英国 NICEガイドラインや
WHO-CHOICE の基準を超えるものではな
い。すなわち、不確実性の検証は、認知リハ

と援助付き雇用の費用対効果のエビデンスを

強調する結果であると示唆される。 

 
4. 研究の限界  
本研究にはいくつかの限界がある。第 1 に

本研究のマスクキングは、レセプトデータだ

けに限定されている。CSRI-Jを利用した情報

取集や就労アウトカムについては、各対象者

のケアマネージャーによって行われた。よっ

て一定の観察者バイアスは否定できない。第

2 に本研究は社会の視点に立ったが、家族の
損失などについてのデータは、収集していな

い。たとえば、対象者が入院をして、その家

族が仕事を休む場合には、社会的な損失があ

ったかもしれない。第 3 に比較的短い追跡期
間があげられる。対照群の対象者においては

トレーニング型あるいは継続的な通所を前提

とした支援機関を利用した者が少なからずい

る。そのような対象者にとって、12カ月で就
労をするのは難しかったかもしれない。また、

介入群の所得保障の問題についても、追跡期

間が長ければ、所得保障の減額に到達する対

象者が現れたかもしれない。これらの限界は、

今後のさらなる厳密な研究に向けた課題でも

ある。 

 
Ｅ．結論	 

本研究は、認知リハと援助付き雇用にかか

るコストおよび費用対効果を検証した。研究

の結果、認知リハと援助付き雇用のコストは

従来の支援（仲介型ケアマネジメントによる

就労支援）よりわずかに高いが、大きな違い

はないと考えられる。他方、介入群と対照群

における積み上げコストの特徴は異なった。

介入群では所得保障費が高く、福祉・公的サ

ービス費やデイケア費は、認知リハや就労支

援が活発化する中盤までに多くのコストが費

やされ、終盤には減少する傾向があった。対

照群においては、福祉・公的サービス費が 12
カ月継続して一定の割合占めたほか、入院医

療費が全体のコストを押し上げる形となった。

また、本研究の ICERは 1,015円であり、英
国や WHO の基準を参考にすると、認知リハ
と援助付き雇用は費用対効果が高い実践と判

断できる。 
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表 1	 基本属性（カテゴリ・データ）	 

項目 介入群（n=45） 対照群（n=47） 統計テスト 

  n % n % χ2 検定 

性別（男性） 27	   60.0%	   30	   63.8%	   ns	  

診断（統合失調症） 38	   84.4%	   41	   87.2%	   ns	  

過去 1 年の就労（30 日以上あり） 13	   28.9%	   14	   29.8%	   ns	  

年金受給者 25	   55.6%	   19	   40.4%	   ns	  

生活保護受給者 7	   15.6%	   4	   8.5%	   ns	  

住居サービス利用者 6	   13.3%	   2	   4.3%	   ns	  

	 

	 

	 

表 2	 基本属性（連続データ）	 

  介入群（n=45） 対照群（n=47） 統計テスト 

  BL 平均値 SD BL 平均値 SD t 検定 

年齢 34.5	   6.8	   34.8	   7.1	   ns	  

教育年数 14.5	   2.7	   14.0	   2.2	   ns	  

GAF BL 49.7	   8.1	   54.4	   11.2	   t=-‐2.2882,p=0.0245	  

動機 BL 3.4	   0.9	   3.7	   1.0	   ns	  

BACS-J -‐1.1	   0.6	   -‐1.3	   0.8	   ns	  

PANSS (統合失調症のみ n=81) 61.2	   16.4	   58.1	   15.4	   ns	  
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表 3	 就労率と入院率	 

項目 介入群（n=45） 対照群（n=47）   

  n % n % 統計テスト 

就労（就 A・特例あり） 30	   66.7%	   12	   25.5%	   X2=15.678,	  p<0.001	  

就労（就 A・特例なし） 27	   60.0%	   9	   19.2%	   X2=16.107,	  p<0.001	  

入院 3	   6.6%	   8	   17.0%	   ns	  

	 

	 

	 

表 4	 就労に関するアウトカム	 

項目 介入群（n=45） 対照群（n=47） 統計テスト 

  平均値 SD 中央値 IQR 平均値 SD 中央値 IQR Mann-Whitney 検定 

就労期間（就 A・特例あり）［日］	   85.9	   88.5	   51.0	   148.0	   33.0	   82.1	   0.0	   1.0	   z=3.857,	  p<0.001	  

就労期間（就 A・特例あり）［週］	   12.3	   12.6	   7.3	   21.1	   4.7	   11.7	   0.0	   0.1	   z=3.857,	  p<0.001	  

就労日数（就 A・特例あり）［日］	   50.6	   53.1	   24.0	   88.0	   21.2	   54.5	   0.0	   1.0	   z=3.815,	  p<0.001	  

賃金	   ¥188,281	   ¥224,759	   ¥76,000	   ¥302,545	   ¥131,259	   ¥281,512	   ¥6,400	   ¥136,000	   z=2.302,	  p=0.021	  

損失額	   ¥5,515	   ¥13,432	   ¥0	   ¥4,554	   ¥5,794	   ¥16,402	   ¥0	   ¥0	   ns	  

損失額（精神的な不調）	   ¥3,732	   ¥8,854	   ¥0	   ¥1,762	   ¥3,844	   ¥13,035	   ¥0	   ¥0	   ns	  
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表 5 介入群のコスト推移	 

介入群（n=45） 1 ヵ月 2 ヵ月 3 ヵ月 4 ヵ月 5 ヵ月 6 ヵ月 7 ヵ月 8 ヵ月 9 ヵ月 10 ヵ月 11 ヵ月 12 ヵ月 

所得保障 ¥53,326	   ¥52,223	   ¥53,852	   ¥52,072	   ¥52,474	   ¥52,803	   ¥52,794	   ¥59,517	   ¥53,423	   ¥52,871	   ¥52,515	   ¥52,783	  

宿泊サービス ¥6,768	   ¥6,619	   ¥6,690	   ¥6,690	   ¥6,698	   ¥7,831	   ¥8,013	   ¥5,124	   ¥4,672	   ¥5,580	   ¥4,631	   ¥4,639	  

総合支援法 ¥17,031	   ¥25,960	   ¥32,421	   ¥35,839	   ¥40,074	   ¥35,694	   ¥30,070	   ¥29,218	   ¥11,952	   ¥19,893	   ¥11,800	   ¥14,255	  

相談・就労・公的サービス ¥2,223	   ¥1,412	   ¥2,012	   ¥3,280	   ¥5,102	   ¥6,033	   ¥6,448	   ¥6,978	   ¥6,075	   ¥2,485	   ¥3,405	   ¥2,573	  

デイケア ¥26,476	   ¥24,486	   ¥19,078	   ¥19,107	   ¥16,056	   ¥15,920	   ¥16,211	   ¥12,040	   ¥9,540	   ¥7,782	   ¥8,998	   ¥8,636	  

外来医療費 ¥38,522	   ¥35,597	   ¥37,350	   ¥33,730	   ¥35,540	   ¥31,931	   ¥32,523	   ¥31,095	   ¥33,750	   ¥29,462	   ¥30,487	   ¥31,423	  

入院医療費 ¥0	   ¥0	   ¥0	   ¥0	   ¥14,739	   ¥28,276	   ¥23,245	   ¥7,836	   ¥0	   ¥2,122	   ¥1,864	   ¥2,364	  

赤字 ¥1,825	   ¥1,364	   ¥1,647	   ¥3,189	   ¥6,976	   ¥4,097	   ¥6,121	   ¥10,337	   ¥19,853	   ¥9,891	   ¥7,406	   ¥10,079	  

	 

	 

表 6 対照群のコスト推移	 

対照群（n=47） 1 ヵ月 2 ヵ月 3 ヵ月 4 ヵ月 5 ヵ月 6 ヵ月 7 ヵ月 8 ヵ月 9 ヵ月 10 ヵ月 11 ヵ月 12 ヵ月 

所得保障 ¥35,659	   ¥33,446	   ¥33,261	   ¥35,842	   ¥34,937	   ¥35,106	   ¥36,362	   ¥36,426	   ¥36,436	   ¥40,076	   ¥38,512	   ¥38,512	  

宿泊サービス ¥1,840	   ¥1,781	   ¥1,840	   ¥1,781	   ¥1,840	   ¥1,840	   ¥1,917	   ¥2,724	   ¥2,732	   ¥1,840	   ¥1,840	   ¥1,662	  

総合支援法 ¥16,809	   ¥28,738	   ¥27,479	   ¥28,890	   ¥35,334	   ¥36,047	   ¥34,901	   ¥26,066	   ¥32,028	   ¥32,446	   ¥33,948	   ¥32,882	  

相談・就労・公的サービス ¥10,960	   ¥10,610	   ¥8,904	   ¥9,544	   ¥9,298	   ¥6,740	   ¥8,289	   ¥8,196	   ¥8,133	   ¥8,480	   ¥5,457	   ¥7,460	  

デイケア ¥3,745	   ¥3,574	   ¥3,128	   ¥2,160	   ¥3,128	   ¥2,653	   ¥2,206	   ¥2,598	   ¥2,374	   ¥3,574	   ¥2,681	   ¥3,111	  

外来医療費 ¥31,993	   ¥29,659	   ¥30,014	   ¥25,885	   ¥27,350	   ¥27,799	   ¥26,961	   ¥29,554	   ¥30,400	   ¥27,182	   ¥34,537	   ¥28,301	  

入院医療費 ¥0	   ¥5,394	   ¥34,352	   ¥49,366	   ¥42,547	   ¥42,498	   ¥23,736	   ¥35,896	   ¥65,820	   ¥60,453	   ¥40,086	   ¥25,503	  

赤字 ¥0	   ¥0	   ¥0	   ¥0	   ¥0	   ¥0	   ¥0	   ¥0	   ¥0	   ¥0	   ¥0	   ¥0	  
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図 1	 介入群のコスト推移（n	 =	 45）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 2	 対照群のコスト推移（n	 =	 47）	 

	 

表 7	 認知リハのコスト（介入群	 n=	 45）	 

介入群（n=45）	   平均値	   SD	   中央値	   IQR	   認知機能リハの割合 

認知機能リハ*	   ¥199,809	   ¥199,666	   ¥137,921	   ¥197,500	   	  
就労・相談・公的サービス、デイケア	   ¥535,737	   ¥465,535	   ¥358,595	   ¥637,509	   37.3%	  

就労・相談・公的サービス、デイケア、赤字	   ¥618,522	   ¥499,742	   ¥463,102	   ¥665,895	   32.3%	  
*	  1～4か月目までの就労移行支援事業所とデイケアの利用費	  
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表 8	 介入群と対照群の 12 カ月のコスト比較	 

項目 介入群（n=45）	   対照群（n=47）	   統計テスト 

  平均値	   SD	   中央値	   IQR	   平均値	   SD	   中央値	   IQR	  
Mann-‐Whitney

検定	  

コスト合計 ¥1,801,255	   ¥1,099,031	   ¥1,611,714	   ¥1,398,246	   ¥1,747,533	   ¥1,584,114	   ¥1,201,746	   ¥1,938,454	   ns	  

・所得保障なし ¥1,160,601	   ¥759,642	   ¥1,045,280	   ¥827,913	   ¥1,312,960	   ¥1,342,316	   ¥907,900	   ¥1,236,708	   ns	  

所得保障費 ¥640,654	   ¥616,173	   ¥780,000	   ¥813,024	   ¥434,573	   ¥571,865	   ¥0	   ¥785,000	  
z=2.234,	  

p=0.026	  

・年金 ¥378,062	   ¥376,337	   ¥294,948	   ¥786,492	   ¥292,523	   ¥388,127	   ¥0	   ¥768,000	   ns	  

・生活保護 ¥232,239	   ¥604,670	   ¥0	   ¥0	   ¥135,638	   ¥451,315	   ¥0	   ¥0	   ns	  

・その他の社会保障 ¥30,353	   ¥121,831	   ¥0	   ¥3,867	   ¥6,412	   ¥20,140	   ¥0	   ¥0	   ns	  

福祉・公的サービス ¥426,142	   ¥488,183	   ¥245,921	   ¥658,073	   ¥490,826	   ¥604,149	   ¥259,204	   ¥807,915	   ns	  

・宿泊サービス ¥73,954	   ¥268,247	   ¥0	   ¥0	   ¥23,638	   ¥148,867	   ¥0	   ¥0	   ns	  

・総合支援法下のサービス ¥304,206	   ¥396,475	   ¥0	   ¥560,879	   ¥365,211	   ¥514,039	   ¥62,178	   ¥809,136	   ns	  

・相談・就労・公的サービス ¥47,983	   ¥116,532	   ¥8,553	   ¥37,044	   ¥101,977	   ¥113,909	   ¥48,076	   ¥119,439	   z=-‐4.918,	  <0.001	  

医療費 ¥651,674	   ¥608,962	   ¥451,670	   ¥608,317	   ¥822,134	   ¥1,287,593	   ¥267,370	   ¥811,190	   ns	  

・デイケア ¥183,549	   ¥303,010	   ¥84,000	   ¥262,500	   ¥34,800	   ¥190,919	   ¥0	   ¥0	   z=5.043,	  p<0.001	  

・外来医療費（デイケア除く） ¥401,410	   ¥330,274	   ¥318,030	   ¥360,587	   ¥349,621	   ¥290,239	   ¥223,156	   ¥323,586	   ns	  

・入院医療費 ¥66,715	   ¥329,385	   ¥0	   ¥0	   ¥437,713	   ¥1,214,728	   ¥0	   ¥0	   ns	  

赤字 ¥82,785	   ¥82,546	   ¥59,858	   ¥113,351	   ¥0	   ¥0	   ¥0	   ¥0	  
z=8.719,	  

p<0.001	  
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表 9	 Incremental	 cost-effectiveness	 ratio の算出結果	 

項目     介入群	   （n=45）	   対照群	   (n=47)	  

一人当たりの総コスト	  
赤字：対応単価	   ¥1,801,255	   ¥1,747,533	  
赤字：15000 円	   ¥1,900,152	   ¥1,747,533	  
赤字：2000 円	   ¥1,750,188	   ¥1,747,533	  

就労アウトカム	  
平均就労期間（日）	   85.9	   33.0	  
平均就労期間（週）	   12.3	   4.7	  
平均就労日数（日）	   50.6	   21.2	  

Cost-‐effectiveness	  ratio	   	  
（CER:	   費用効果比）	  

赤字：対応単価	  
平均就労期間（日）	   ¥20,972	   ¥53,024	  
平均就労期間（週）	   ¥146,803	   ¥371,167	  
平均就労日数（日）	   ¥35,614	   ¥82,299	  

赤字：15000 円	  
平均就労期間（日）	   ¥22,123	   ¥53,024	  
平均就労期間（週）	   ¥154,864	   ¥371,167	  
平均就労日数（日）	   ¥37,569	   ¥82,299	  

赤字：2000 円	  
平均就労期間（日）	   ¥20,377	   ¥53,024	  
平均就労期間（週）	   ¥142,641	   ¥371,167	  
平均就労日数（日）	   ¥34,604	   ¥82,299	  

Incremental	  cost-‐effectiveness	  ratio	  
（ICER:	   増分費用効果比）	  

赤字：対応単価	  
平均就労期間（日）	   ¥1,015	  
平均就労期間（週）	   ¥7,105	  
平均就労日数（日）	   ¥1,831	  

赤字：15000 円	  
平均就労期間（日）	   ¥2,883	  
平均就労期間（週）	   ¥20,183	  
平均就労日数（日）	   ¥5.201	  

赤字：2000 円	  
平均就労期間（日）	   ¥50	  
平均就労期間（週）	   ¥351	  
平均就労日数（日）	   ¥90	  
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図 3	 認知機能リハおよび援助付き雇用の就労期間における費用対効果	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 4	 Cost	 effectiveness	 plane による費用対効果の把握	 
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